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認
定
こ
ど
も
園
建
設
と
道
路
問
題

 

に
つ
い
て

問　
新
年
度
予
算
と
現
在
ま
で
の
総

額
は
。

答   （
建
設
事
業
課
長
）　
令
和
８

年
度
の
造
成
工
事
費
約
１
億
１
，６
０

０
万
円（
う
ち
橋
建
設
約
４
，
１
０
０

万
円
）、
基
本
・
実
施
設
計
費
約
４
，

５
０
０
万
円
。

　
現
在
ま
で
の
総
額
は
約
８
，
８
０

０
万
円
。

問　
県
道
桂
川
下
秋
月
線
の
渋
滞
予

測
は
。

答   （
建
設
事
業
課
長
）　
朝
７
時

か
ら
８
時
ま
で
の
、交
通
量
が
3
2
2

台
。園
へ
の
送
迎
車
数
1
3
5
台
・

職
員
30
台
。右
折
レ
ー
ン
が
必
要
と

な
る
基
準
１
，０
０
０
台
／
時
間
に
は

及
ば
な
い
の
で
必
要
な
い
。

意
見　
土
居
１
区
か
ら
「
住
民
説
明

会
の
要
望
書
」が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
役
場
横
の
信
号
機
を
通
過
す
る
と

き
の
、車
の
渋
滞
や
通
学
路
の
安
全
面

等
（
特
に
通
勤
・
通
学
の
時
間
帯
）の

理
解
を
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
「
住
民

説
明
会
」を
開
催
し
て
ほ
し
い
。

 

ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
2
月
17
日
開
催
の
ふ
く
お
か
県

央
環
境
広
域
施
設
組
合
（
県
央
）
定

例
議
会
の
賛
成
・
反
対
意
見
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の

事
務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

問　
前
回
と
今
回
の
土
地
売
買
仮

契
約
書
と
の
変
更
点
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の

事
務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

意
見　
前
回
の
仮
契
約
書
は
、購
入
後

は
県
央
が
す
べ
て
責
任
を
も
っ
て
建
設

す
る
と
あ
っ
た
が
、今
回
の
仮
契
約
書
で

は
、「
契
約
不
適
合
責
任
」と
な
っ
て
い
る
。

　
今
後
、
購
入
し
た
土
地
で
鉱
害
等
の

問
題
が
あ
っ
た
場
合
、
土
地
を
売
っ
た

契
約
者
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
を
再

度
、点
検
・
確
認
し
、売
主（
九
郎
丸
関

係
者
）に
知
ら
せ
た
方
が
い
い
の
で
は
。

 

カ
ス
ハ
ラ
条
例
及
び
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

 

対
策
に
つ
い
て

問　
今
後
の
計
画
は
。

答  （
町
長
）　
学
習
会
等
を
行
い
、

現
実
に
即
し
た
実
効
性
の
あ
る
条
例

の
制
定
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
地
域
手
当

 

に
つ
い
て
　
　

問　
飯
塚
市
と
嘉
麻
市
は
昨
年
４

月
か
ら
の
支
給
だ
が
、
な
ぜ
桂
川
町

は
今
年
の
１
月
か
ら
な
の
か
。

答  （
町
長
）　
会
計
年
度
任
用
職
員

に
つ
い
て
は
「
支
給
す
る
こ
と
が
出

来
る
」と
規
定
さ
れ
、義
務
で
は
な
く

自
治
体
の
対
応
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

た
め
、職
務
内
容
や
責
任
の
度
合
い
、

こ
れ
ま
で
の
配
置
の
経
緯
な
ど
を
考

慮
し
、総
合
的
に
判
断
し
た
。

問　
昨
年
の
４
月
か
ら
支
払
っ
た
場

合
の
増
加
金
額
は
。

答  （
町
長
）　
約
３
８
０
万
円
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
「
人
事
権
や

行
政
課
題
へ
の
取
り
組
み
に
関
す
る

町
長
の
考
え
方
」「
保
育
士
奨
学
金
返

済
支
援
事
業
に
つ
い
て
」は
未
掲
載

 

新
ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
新
ご
み
処
理
施
設
の
候
補
地
決

定
は
い
つ
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
令
和
３
年

11
月
19
日
開
催
の
施
設
組
合
正
副

組
合
長
会
議
で
、
桂
苑
周
辺
地
を
建

設
候
補
地
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ

れ
、
令
和
３
年
11
月
22
日
開
催
の
組

合
議
会
定
例
会
で
報
告
。

問　
九
郎
丸
地
区
を
候
補
地
と
し
た

理
由
と
現
地
調
査
方
法
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の
事

務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

問　
住
民
へ
の
説
明
会
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
現
時
点
で

は
説
明
会
開
催
に
つ
い
て
は
未
定
。

 

子
ど
も
の
自
殺
対
策
に
つ
い
て

問　
子
ど
も
の
自
殺
防
止
支
援
体
制
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
子
ど
も
か

ら
大
人
へ
の
移
行
期
に
は
特
有
の
変

化
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
あ
っ

た
対
策
・
支
援
が
必
要
で
、
関
係
各

課
が
連
携
し
て
自
殺
防
止
対
策
を
推

進
し
て
い
る
。

問　
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー（
い
の
ち
の
門

番
）研
修
会
」の
導
入
時
期
と
終
了
人

数
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
令
和
５
年

度
か
ら
導
入
。

　
受
講
終
了
人
数
は
延
べ
54
人
。

問　
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
」
に
な
る
条

件
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
特
別
な
資

格
は
不
要
。

問　
「
自
殺
対
策
計
画
」等
は
あ
る
の

か
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
平
成
28
年

４
月「
自
殺
対
策
基
本
法
」の
改
正
に

伴
い
市
町
村
に
も
義
務
付
け
ら
れ
、令

和
７
年
３
月
に
第
２
期「
桂
川
町
自
殺

対
策
計
画
（
令
和
７
年
度
〜
11
年

度
）」を
策
定
。

 

O
T
C
医
薬
品 （
市
販
の
一
般
医

 

薬
品
） 

に
つ
い
て

問　
オ
ー
バ
ー
ド
ー
ズ
（
市
販
薬
乱

用
）の
対
策
と
周
知
に
つ
い
て
。

答  

（
健
康
福
祉
課
長
）　
一
人
で
悩

み
を
抱
え
こ
ま
な
い
よ
う
に
本
人
に

寄
り
添
い
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
関

係
機
関
に
つ
な
ぎ
、
防
止
の
啓
発
に

も
取
り
組
ん
で
い
く
。

 

公
共
施
設
で
の
温
水
便
座
設
置

 

に
つ
い
て

問　
設
置
状
況
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
と
人
権
セ
ン
タ
ー
に
設
置
。

問　
住
民
や
職
員
の
意
見
を
聞
い
た

こ
と
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
聞
い
て
い
な
い
。

問　
今
後
の
計
画
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
改
修
工
事
中
の

王
塚
装
飾
古
墳
館
や
住
民
セ
ン
タ
ー

ト
イ
レ
改
修
工
事
に
合
わ
せ
て
設
置

予
定
。

　
他
の
公
共
施
設
で
も
改
修
の
タ
イ

ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
て
設
置
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
「
生
理
用
品

無
償
設
置
（
小
中
学
校
）」
に
つ
い
て

は
未
掲
載

 

2
0
2
7
年
末
に
製
造
禁
止
に

 

な
る
蛍
光
灯
の
対
応
に
つ
い
て

問　
本
町
が
管
理
し
て
い
る
防
犯
街
灯

の
う
ち
、蛍
光
灯
の
数
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
防
犯
街
灯
は
約
１
，

９
０
０
基
、そ
の
う
ち
蛍
光
灯
は
約
３

８
０
基
。

問　
計
画
的
な
更
新
や
L
E
D
化
の

方
針
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
修
繕
工
事
等
に

合
わ
せ
、順
次
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
進
め
て
い
る
。

問　
行
政
区
や
地
域
団
体
が
設
置
・

管
理
し
て
い
る
街
灯
の
対
応
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
区
長
か
ら
の
要

望
に
基
づ
き
、
修
繕
工
事
等
に
合
わ

せ
、町
の
予
算
で
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
進
め
て

い
く
。

問　
蛍
光
灯
の
製
造
禁
止
以
降
の
、

本
町
の
廃
棄
方
法
に
変
わ
り
は
な
い

の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
今
後
も
現

行
ど
お
り
。

　
リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス
で
の
処
理

を
推
奨
し
、
割
れ
た
蛍
光
灯
に
つ
い

て
は「
そ
の
他
の
不
燃
ゴ
ミ
」と
し
て

回
収
し
て
い
る
。

 

水
道
料
金
の
改
定
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
は
、
管
路
更
新
に
加
え

浄
水
場
の
更
新
も
控
え
て
い
る
が
。

答  （
水
道
課
長
）　
人
口
減
少
に
伴

う
料
金
収
入
の
減
少
や
物
価
高
騰

等
に
よ
り
、
公
営
企
業
の
経
営
環
境

は
厳
し
さ
を
増
し
つ
つ
あ
る
。

　
そ
こ
で
「
経
営
戦
略
（
料
金
改
定

の
指
標
と
な
る
も
の
）」を
策
定
す
る

た
め
の
準
備
と
し
て
、
配
水
池
・
浄

水
場
等
の
施
設
更
新
に
向
け
予
算

を
計
上
し
て
い
る
。

　
今
後
は
、
適
正
な
水
道
料
金
の
在

り
方
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
く
。

 

水
道
事
業
に
つ
い
て

問　
水
道
事
業
施
設
の
新
た
な
取

り
組
み
は
。

答  （
水
道
課
長
）　
現
在
、
土
師
配
水

池
移
設
に
向
け
計
画
を
進
め
て
い
る
。新

年
度
に
配
水
池
の
基
本
設
計
を
計
上
し

て
お
り
具
体
的
に
進
め
て
い
く
。

　
安
定
的
な
事
業
を
継
続
し
て
い
く

た
め
に
土
師
浄
水
場
基
礎
調
査
費
を

計
上
し
、
浄
水
の
処
理
方
式
・
位
置

及
び
周
辺
地
形
条
件
、
ま
た
維
持
管

理
方
法
に
基
づ
く
、
構
造
及
び
設
備

形
式
等
を
考
慮
し
た
「
浄
水
場
配
置

計
画
」を
作
成
し
検
討
す
る
。

答  （
町
長
）　
取
水
口
が
指
定
さ
れ

て
い
る
の
で
、配
水
池
は
移
設
す
る
が
、

浄
水
場
の
移
設
は
難
し
い
。

 
王
塚
装
飾
古
墳
館
に
つ
い
て

問　
国
の
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い

る
が
、管
理
運
営
に
対
す
る
補
助
金
は
。

答  （
王
塚
装
飾
古
墳
館
長
）　
令
和

7
年
度
は
、
王
塚
装
飾
古
墳
の
整
備

事
業
に
対
し
、国
か
ら
８
０
０
万
円
・

県
か
ら
約
52
万
円
。

　
そ
の
他
の
古
墳
の
調
査
事
業
に
対

し
、
国
か
ら
約
１
１
６
万
円
・
県
か

ら
30
万
円
。

　
王
塚
装
飾
古
墳
館
の
管
理
運
営

に
対
し
て
は
、補
助
メ
ニ
ュ
ー
が
無
い

の
で
町
の
予
算
で
運
営
し
て
い
る
。

答  （
町
長
）　
県
か
ら
も
文
化
財
の

保
存
・
活
用
、
特
に
活
用
に
力
を
入

れ
て
取
り
組
ん
で
欲
し
い
と
言
わ
れ

る
の
で
、
い
ろ
ん
な
形
で
補
助
金
を

お
願
い
し
て
い
き
た
い
。

 

大
将
陣
公
園
横
に
計
画
さ
れ
て
い
る

 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て

問　
産
廃
に
関
す
る
第
１
回
学
習
会

に
参
加
さ
れ
て
の
感
想
は
。

答  （
町
長
）　
大
変
重
大
な
問
題
で

あ
る
こ
と
を
再
確
認
で
き
た
。

　
参
加
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
拝
見
し
、

こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み
が
大
事
だ
と

肝
に
銘
じ
た
。

問　
こ
の
産
廃
は
飯
塚
市
の
課
題
で

も
あ
る
。飯
塚
市
と
の
連
携
は
。

答  （
町
長
）　
今
後
と
も
飯
塚
市
と

連
携
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
が
、
桂
川
町
と
し
て
当
事
者

意
識
を
持
ち
、
住
民
の
皆
さ
ん
と
の

連
携
を
し
っ
か
り
持
っ
て
基
本
を
忘

れ
ず
に
対
応
し
て
い
く
。

問　
旧
筑
穂
町
は
、
産
廃
問
題
が
お

き
た
と
き
に
、
担
当
の
職
員
を
置
い

た
こ
と
が
非
常
に
効
果
的
だ
っ
た
と

聞
い
て
い
る
が
、桂
川
町
で
は
。

答  （
町
長
）　
状
況
に
よ
っ
て
関
連

す
る
事
項
が
広
範
囲
に
ま
た
が
り
専

門
分
野
の
対
応
も
必
要
に
な
る
と

推
測
さ
れ
る
た
め
、
一
つ
の
担
当
部

署
と
い
う
形
で
は
職
員
の
対
応
が
で

き
な
い
の
で
は
。

 「
学
校
の
在
り
方
検
討
会
議
」

 

に
つ
い
て

問　
状
況
は
。

答  （
町
長
）　
庁
舎
内
の
検
討
会
を

２
回
開
催
し
、
基
本
的
な
現
状
認
識

や
当
面
す
る
課
題
の
整
理
、
今
後
の

進
め
方
等
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

問　
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
町
長
）　
非
常
に
大
き
な
課
題

で
あ
る
と
認
識
し
、
継
続
し
て
取
り

組
ん
で
い
く
。

　
先
進
地
の
視
察
や
外
部
有
識
者

を
交
え
た
検
討
会
議
に
充
実
発
展

さ
せ
て
い
き
た
い
。

問　
町
政
報
告
で
は
、
こ
の
こ
と
を

「
第
６
次
桂
川
町
総
合
計
画
・
後
期

基
本
計
画
に
お
い
て
、重
点
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
柱
に
」と
言
わ
れ
た
。

　
そ
の
こ
と
を
評
価
す
る
が
、
事
務

局
が
、な
ぜ
、教
育
委
員
会
で
は
な
く

企
画
財
政
課
な
の
か
。

答  （
町
長
）　「
学
校
の
あ
り
方
」は
、

学
校
の
校
舎
だ
け
で
な
く
用
地
の
選

定
や
他
の
事
業
と
の
関
連
な
ど
、
町

づ
く
り
全
体
に
係
わ
っ
て
く
る
。

　
よ
っ
て
、
ス
タ
ー
ト
時
点
で
は
全

体
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
視
点
か
ら
企

画
財
政
課
が
適
当
と
判
断
し
た
。

問　
今
は
企
画
財
政
課
だ
が
、
具
体

的
に
な
っ
た
ら
、教
育
委
員
会
が
所
管

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
い
い
の
か
。

答  （
町
長
）　
そ
う
考
え
て
い
る
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載

 

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
者
か
ら

 

の
要
望
書
の
内
容
及
び
対
応
に
つ
い
て

問
　
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
休
憩
室
に
冷
暖

房
設
備
の
設
置
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
扇
風
機
や

冷
風
扇
、ス
ト
ー
ブ
等
を
活
用
し
対
応
。

問　
コ
ー
ス
内
の
腐
食
し
て
い
る
枕

木
の
取
り
換
え
な
ど
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
新
年
度
予

算
に
計
上
し
て
い
る
の
で
、
可
決
後
、

速
や
か
に
対
応
し
た
い
。

問　
飯
塚
市
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場

が
導
入
し
て
い
る
会
員
制
の
料
金
体

系
の
導
入
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
飯
塚
市
と

同
じ
料
金
体
系
は
難
し
い
が
、多
く
の

町
民
の
皆
さ
ん
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル

フ
場
を
健
康
づ
く
り
等
と
し
て
利
用

し
て
欲
し
い
と
の
思
い
で
、
財
政
状
況

が
厳
し
い
中
で
は
あ
る
が
、現
在
の
利

用
料
金
を
維
持
し
運
営
し
た
い
。

 

桂
川
町
役
場
の
委
託
職
員
等
の

 

賃
金
の
対
応
に
つ
い
て

問　
委
託
契
約
者
に
対
す
る
最
低
賃

金
改
定
に
よ
る
差
額
支
給
は
。

答  （
町
長
）　
委
託
契
約
及
び
業
務

内
容
に
よ
っ
て
は
会
計
年
度
任
用
職

員
に
位
置
づ
け
る
方
が
妥
当
と
の
指

摘
を
受
け
、
弁
護
士
等
と
協
議
の
う

え
、契
約
内
容
や
勤
務
時
間
、勤
務
場

所
の
拘
束
、業
務
の
指
揮
下
に
あ
る
か

否
か
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
該
当

す
る
と
思
わ
れ
る
業
務
は
令
和
８
年

度
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て

任
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
対
応
策
の
決
定
に
つ
い
て
は
最
終

的
に
は
町
長
が
認
め
た
も
の
。

　
な
お
、最
低
賃
金
の
改
正
に
伴
う
賃

金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
改
正
時
点
の

昨
年
11
月
16
日
に
さ
か
の
ぼ
り
完
了

し
て
い
る
。

 

桂
川
町
住
宅
新
築
資
金
等
特
別

 

会
計
条
例
の
廃
止
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付

事
業
の
目
的
と
問
題
点
は
。

答  

（
税
務
課
長
）　
目
的
は
歴
史
的

社
会
的
理
由
に
よ
り
、
生
活
環
境
等

の
安
定
向
上
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
地

域
の
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
、当
該

地
域
に
係
る
住
宅
の
新
築
、改
修
ま
た

は
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
必
要
な
資

金
の
貸
付
を
町
が
実
施
す
る
目
的
で

制
定
さ
れ
た
。

　
問
題
点
は
貸
し
付
け
る
際
の
審
査

の
甘
さ
、貸
付
金
に
付
随
す
る
担
保
の

確
保（
抵
当
権
の
設
定
）な
ど
が
不
十

分
で
あ
っ
た
。

総
務
経
済
建
設
委
員
会
で
宮
崎
県
の
綾
町
視
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
令
和
8
年
1
月
）

　

綾
町
の
水
道
料
金
は
、
平
成
７
年

（
１
９
９
５
年
）４
月
に
料
金
を
改
定

し
て
以
降
、
お
よ
そ
30
年
間
据
え
置

か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、直
近
の
課
題
で
あ
る
、人

口
減
少
や
節
水
型
設
備
の
普
及
に
よ

る
水
道
料
金
収
入
の
減
少
・
老
朽
化

し
た
水
道
管
の
更
新
・
大
震
災
に
備

え
る
た
め
の
耐
震
化
工
事
な
ど
に
多

 

認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て

問　
県
道
桂
川
下
秋
月
線
か
ら
認

定
こ
ど
も
園
へ
の
進
入
道
路
は
、
住

民
セ
ン
タ
ー
横
の
町
の
土
地
を
利
用

す
る
か
、川
の
対
岸
の
田
を
買
っ
て
橋

を
造
る
か
の
二
択
。

　
田
を
買
っ
て
橋
を
造
る
こ
と
に
し

た
根
拠
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
土
師
保
育

所
・
桂
川
幼
稚
園
の
先
生
に
も
意
見

を
聞
き
、
保
護
者
が
安
心
し
て
送
迎

す
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り
を

重
視
し
、決
定
に
至
っ
た
。

意
見　
工
事
が
遅
れ
れ
ば
遅
れ
る
ほ

ど
物
価
の
高
騰
を
招
き
、
と
ん
で
も

な
い
金
額
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。

　
ま
た
、
土
師
保
育
所
は
至
る
と
こ

ろ
で
老
朽
化
が
進
み
、い
つ
ま
で
持
つ

の
か
危
惧
し
て
い
る
。

　
早
期
の
完
成
を
望
む
。

額
の
費
用
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、

健
全
な
運
営
を
行
う
た
め
、
30
年

ぶ
り
に
水
道
料
金
を
改
定
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　

桂
川
町
で
も
水
道
料
金
の
改
定

に
つ
い
て
、
検
討
を
す
べ
き
と
思
わ

れ
ま
す
。

　
議
会
活
動
を
通
じ
て

地
方
自
治
の
進
展
に
大

き
く
貢
献
さ
れ
た
こ
と

が
高
い
評
価
を
受
け
、

福
岡
県
町
村
議
会
議
長

会
よ
り
自
治
功
労
者
と

し
て
竹
本
慶
吉
議
員
が

表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

《
表
彰
》

綾町の配水池
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（23年在職）

水道事業についての研修会



大
塚
和
佳
議
員

𠮷
川
紀
代
子
議
員

 

認
定
こ
ど
も
園
建
設
と
道
路
問
題

 

に
つ
い
て

問　
新
年
度
予
算
と
現
在
ま
で
の
総

額
は
。

答   （
建
設
事
業
課
長
）　
令
和
８

年
度
の
造
成
工
事
費
約
１
億
１
，６
０

０
万
円（
う
ち
橋
建
設
約
４
，
１
０
０

万
円
）、
基
本
・
実
施
設
計
費
約
４
，

５
０
０
万
円
。

　
現
在
ま
で
の
総
額
は
約
８
，
８
０

０
万
円
。

問　
県
道
桂
川
下
秋
月
線
の
渋
滞
予

測
は
。

答   （
建
設
事
業
課
長
）　
朝
７
時

か
ら
８
時
ま
で
の
、交
通
量
が
3
2
2

台
。園
へ
の
送
迎
車
数
1
3
5
台
・

職
員
30
台
。右
折
レ
ー
ン
が
必
要
と

な
る
基
準
１
，０
０
０
台
／
時
間
に
は

及
ば
な
い
の
で
必
要
な
い
。

意
見　
土
居
１
区
か
ら
「
住
民
説
明

会
の
要
望
書
」が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
役
場
横
の
信
号
機
を
通
過
す
る
と

き
の
、車
の
渋
滞
や
通
学
路
の
安
全
面

等
（
特
に
通
勤
・
通
学
の
時
間
帯
）の

理
解
を
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
「
住
民

説
明
会
」を
開
催
し
て
ほ
し
い
。

 

ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
2
月
17
日
開
催
の
ふ
く
お
か
県

央
環
境
広
域
施
設
組
合
（
県
央
）
定

例
議
会
の
賛
成
・
反
対
意
見
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の

事
務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

問　
前
回
と
今
回
の
土
地
売
買
仮

契
約
書
と
の
変
更
点
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の

事
務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

意
見　
前
回
の
仮
契
約
書
は
、購
入
後

は
県
央
が
す
べ
て
責
任
を
も
っ
て
建
設

す
る
と
あ
っ
た
が
、今
回
の
仮
契
約
書
で

は
、「
契
約
不
適
合
責
任
」と
な
っ
て
い
る
。

　
今
後
、
購
入
し
た
土
地
で
鉱
害
等
の

問
題
が
あ
っ
た
場
合
、
土
地
を
売
っ
た

契
約
者
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
を
再

度
、点
検
・
確
認
し
、売
主（
九
郎
丸
関

係
者
）に
知
ら
せ
た
方
が
い
い
の
で
は
。

 

カ
ス
ハ
ラ
条
例
及
び
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

 

対
策
に
つ
い
て

問　
今
後
の
計
画
は
。

答  （
町
長
）　
学
習
会
等
を
行
い
、

現
実
に
即
し
た
実
効
性
の
あ
る
条
例

の
制
定
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
地
域
手
当

 

に
つ
い
て
　
　

問　
飯
塚
市
と
嘉
麻
市
は
昨
年
４

月
か
ら
の
支
給
だ
が
、
な
ぜ
桂
川
町

は
今
年
の
１
月
か
ら
な
の
か
。

答  （
町
長
）　
会
計
年
度
任
用
職
員

に
つ
い
て
は
「
支
給
す
る
こ
と
が
出

来
る
」と
規
定
さ
れ
、義
務
で
は
な
く

自
治
体
の
対
応
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

た
め
、職
務
内
容
や
責
任
の
度
合
い
、

こ
れ
ま
で
の
配
置
の
経
緯
な
ど
を
考

慮
し
、総
合
的
に
判
断
し
た
。

問　
昨
年
の
４
月
か
ら
支
払
っ
た
場

合
の
増
加
金
額
は
。

答  （
町
長
）　
約
３
８
０
万
円
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
「
人
事
権
や

行
政
課
題
へ
の
取
り
組
み
に
関
す
る

町
長
の
考
え
方
」「
保
育
士
奨
学
金
返

済
支
援
事
業
に
つ
い
て
」は
未
掲
載

 

新
ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
新
ご
み
処
理
施
設
の
候
補
地
決

定
は
い
つ
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
令
和
３
年

11
月
19
日
開
催
の
施
設
組
合
正
副

組
合
長
会
議
で
、
桂
苑
周
辺
地
を
建

設
候
補
地
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ

れ
、
令
和
３
年
11
月
22
日
開
催
の
組

合
議
会
定
例
会
で
報
告
。

問　
九
郎
丸
地
区
を
候
補
地
と
し
た

理
由
と
現
地
調
査
方
法
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の
事

務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

問　
住
民
へ
の
説
明
会
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
現
時
点
で

は
説
明
会
開
催
に
つ
い
て
は
未
定
。

 

子
ど
も
の
自
殺
対
策
に
つ
い
て

問　
子
ど
も
の
自
殺
防
止
支
援
体
制
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
子
ど
も
か

ら
大
人
へ
の
移
行
期
に
は
特
有
の
変

化
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
あ
っ

た
対
策
・
支
援
が
必
要
で
、
関
係
各

課
が
連
携
し
て
自
殺
防
止
対
策
を
推

進
し
て
い
る
。

問　
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー（
い
の
ち
の
門

番
）研
修
会
」の
導
入
時
期
と
終
了
人

数
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
令
和
５
年

度
か
ら
導
入
。

　
受
講
終
了
人
数
は
延
べ
54
人
。

問　
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
」
に
な
る
条

件
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
特
別
な
資

格
は
不
要
。

問　
「
自
殺
対
策
計
画
」等
は
あ
る
の

か
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
平
成
28
年

４
月「
自
殺
対
策
基
本
法
」の
改
正
に

伴
い
市
町
村
に
も
義
務
付
け
ら
れ
、令

和
７
年
３
月
に
第
２
期「
桂
川
町
自
殺

対
策
計
画
（
令
和
７
年
度
〜
11
年

度
）」を
策
定
。

 

O
T
C
医
薬
品 （
市
販
の
一
般
医

 

薬
品
） 

に
つ
い
て

問　
オ
ー
バ
ー
ド
ー
ズ
（
市
販
薬
乱

用
）の
対
策
と
周
知
に
つ
い
て
。

答  

（
健
康
福
祉
課
長
）　
一
人
で
悩

み
を
抱
え
こ
ま
な
い
よ
う
に
本
人
に

寄
り
添
い
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
関

係
機
関
に
つ
な
ぎ
、
防
止
の
啓
発
に

も
取
り
組
ん
で
い
く
。

 

公
共
施
設
で
の
温
水
便
座
設
置

 

に
つ
い
て

問　
設
置
状
況
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
と
人
権
セ
ン
タ
ー
に
設
置
。

問　
住
民
や
職
員
の
意
見
を
聞
い
た

こ
と
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
聞
い
て
い
な
い
。

問　
今
後
の
計
画
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
改
修
工
事
中
の

王
塚
装
飾
古
墳
館
や
住
民
セ
ン
タ
ー

ト
イ
レ
改
修
工
事
に
合
わ
せ
て
設
置

予
定
。

　
他
の
公
共
施
設
で
も
改
修
の
タ
イ

ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
て
設
置
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
「
生
理
用
品

無
償
設
置
（
小
中
学
校
）」
に
つ
い
て

は
未
掲
載

 

2
0
2
7
年
末
に
製
造
禁
止
に

 

な
る
蛍
光
灯
の
対
応
に
つ
い
て

問　
本
町
が
管
理
し
て
い
る
防
犯
街
灯

の
う
ち
、蛍
光
灯
の
数
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
防
犯
街
灯
は
約
１
，

９
０
０
基
、そ
の
う
ち
蛍
光
灯
は
約
３

８
０
基
。

問　
計
画
的
な
更
新
や
L
E
D
化
の

方
針
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
修
繕
工
事
等
に

合
わ
せ
、順
次
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
進
め
て
い
る
。

問　
行
政
区
や
地
域
団
体
が
設
置
・

管
理
し
て
い
る
街
灯
の
対
応
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
区
長
か
ら
の
要

望
に
基
づ
き
、
修
繕
工
事
等
に
合
わ

せ
、町
の
予
算
で
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
進
め
て

い
く
。

問　
蛍
光
灯
の
製
造
禁
止
以
降
の
、

本
町
の
廃
棄
方
法
に
変
わ
り
は
な
い

の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
今
後
も
現

行
ど
お
り
。

　
リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス
で
の
処
理

を
推
奨
し
、
割
れ
た
蛍
光
灯
に
つ
い

て
は「
そ
の
他
の
不
燃
ゴ
ミ
」と
し
て

回
収
し
て
い
る
。

 

水
道
料
金
の
改
定
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
は
、
管
路
更
新
に
加
え

浄
水
場
の
更
新
も
控
え
て
い
る
が
。

答  （
水
道
課
長
）　
人
口
減
少
に
伴

う
料
金
収
入
の
減
少
や
物
価
高
騰

等
に
よ
り
、
公
営
企
業
の
経
営
環
境

は
厳
し
さ
を
増
し
つ
つ
あ
る
。

　
そ
こ
で
「
経
営
戦
略
（
料
金
改
定

の
指
標
と
な
る
も
の
）」を
策
定
す
る

た
め
の
準
備
と
し
て
、
配
水
池
・
浄

水
場
等
の
施
設
更
新
に
向
け
予
算

を
計
上
し
て
い
る
。

　
今
後
は
、
適
正
な
水
道
料
金
の
在

り
方
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
く
。

 

水
道
事
業
に
つ
い
て

問　
水
道
事
業
施
設
の
新
た
な
取

り
組
み
は
。

答  （
水
道
課
長
）　
現
在
、
土
師
配
水

池
移
設
に
向
け
計
画
を
進
め
て
い
る
。新

年
度
に
配
水
池
の
基
本
設
計
を
計
上
し

て
お
り
具
体
的
に
進
め
て
い
く
。

　
安
定
的
な
事
業
を
継
続
し
て
い
く

た
め
に
土
師
浄
水
場
基
礎
調
査
費
を

計
上
し
、
浄
水
の
処
理
方
式
・
位
置

及
び
周
辺
地
形
条
件
、
ま
た
維
持
管

理
方
法
に
基
づ
く
、
構
造
及
び
設
備

形
式
等
を
考
慮
し
た
「
浄
水
場
配
置

計
画
」を
作
成
し
検
討
す
る
。

答  （
町
長
）　
取
水
口
が
指
定
さ
れ

て
い
る
の
で
、配
水
池
は
移
設
す
る
が
、

浄
水
場
の
移
設
は
難
し
い
。

 

王
塚
装
飾
古
墳
館
に
つ
い
て

問　
国
の
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い

る
が
、管
理
運
営
に
対
す
る
補
助
金
は
。

答  （
王
塚
装
飾
古
墳
館
長
）　
令
和

7
年
度
は
、
王
塚
装
飾
古
墳
の
整
備

事
業
に
対
し
、国
か
ら
８
０
０
万
円
・

県
か
ら
約
52
万
円
。

　
そ
の
他
の
古
墳
の
調
査
事
業
に
対

し
、
国
か
ら
約
１
１
６
万
円
・
県
か

ら
30
万
円
。

　
王
塚
装
飾
古
墳
館
の
管
理
運
営

に
対
し
て
は
、補
助
メ
ニ
ュ
ー
が
無
い

の
で
町
の
予
算
で
運
営
し
て
い
る
。

答  （
町
長
）　
県
か
ら
も
文
化
財
の

保
存
・
活
用
、
特
に
活
用
に
力
を
入

れ
て
取
り
組
ん
で
欲
し
い
と
言
わ
れ

る
の
で
、
い
ろ
ん
な
形
で
補
助
金
を

お
願
い
し
て
い
き
た
い
。

 

大
将
陣
公
園
横
に
計
画
さ
れ
て
い
る

 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て

問　
産
廃
に
関
す
る
第
１
回
学
習
会

に
参
加
さ
れ
て
の
感
想
は
。

答  （
町
長
）　
大
変
重
大
な
問
題
で

あ
る
こ
と
を
再
確
認
で
き
た
。

　
参
加
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
拝
見
し
、

こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み
が
大
事
だ
と

肝
に
銘
じ
た
。

問　
こ
の
産
廃
は
飯
塚
市
の
課
題
で

も
あ
る
。飯
塚
市
と
の
連
携
は
。

答  （
町
長
）　
今
後
と
も
飯
塚
市
と

連
携
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
が
、
桂
川
町
と
し
て
当
事
者

意
識
を
持
ち
、
住
民
の
皆
さ
ん
と
の

連
携
を
し
っ
か
り
持
っ
て
基
本
を
忘

れ
ず
に
対
応
し
て
い
く
。

問　
旧
筑
穂
町
は
、
産
廃
問
題
が
お

き
た
と
き
に
、
担
当
の
職
員
を
置
い

た
こ
と
が
非
常
に
効
果
的
だ
っ
た
と

聞
い
て
い
る
が
、桂
川
町
で
は
。

答  （
町
長
）　
状
況
に
よ
っ
て
関
連

す
る
事
項
が
広
範
囲
に
ま
た
が
り
専

門
分
野
の
対
応
も
必
要
に
な
る
と

推
測
さ
れ
る
た
め
、
一
つ
の
担
当
部

署
と
い
う
形
で
は
職
員
の
対
応
が
で

き
な
い
の
で
は
。

 「
学
校
の
在
り
方
検
討
会
議
」

 

に
つ
い
て

問　
状
況
は
。

答  （
町
長
）　
庁
舎
内
の
検
討
会
を

２
回
開
催
し
、
基
本
的
な
現
状
認
識

や
当
面
す
る
課
題
の
整
理
、
今
後
の

進
め
方
等
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

問　
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
町
長
）　
非
常
に
大
き
な
課
題

で
あ
る
と
認
識
し
、
継
続
し
て
取
り

組
ん
で
い
く
。

　
先
進
地
の
視
察
や
外
部
有
識
者

を
交
え
た
検
討
会
議
に
充
実
発
展

さ
せ
て
い
き
た
い
。

問　
町
政
報
告
で
は
、
こ
の
こ
と
を

「
第
６
次
桂
川
町
総
合
計
画
・
後
期

基
本
計
画
に
お
い
て
、重
点
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
柱
に
」と
言
わ
れ
た
。

　
そ
の
こ
と
を
評
価
す
る
が
、
事
務

局
が
、な
ぜ
、教
育
委
員
会
で
は
な
く

企
画
財
政
課
な
の
か
。

答  （
町
長
）　「
学
校
の
あ
り
方
」は
、

学
校
の
校
舎
だ
け
で
な
く
用
地
の
選

定
や
他
の
事
業
と
の
関
連
な
ど
、
町

づ
く
り
全
体
に
係
わ
っ
て
く
る
。

　
よ
っ
て
、
ス
タ
ー
ト
時
点
で
は
全

体
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
視
点
か
ら
企

画
財
政
課
が
適
当
と
判
断
し
た
。

問　
今
は
企
画
財
政
課
だ
が
、
具
体

的
に
な
っ
た
ら
、教
育
委
員
会
が
所
管

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
い
い
の
か
。

答  （
町
長
）　
そ
う
考
え
て
い
る
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載

 

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
者
か
ら

 

の
要
望
書
の
内
容
及
び
対
応
に
つ
い
て

問
　
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
休
憩
室
に
冷
暖

房
設
備
の
設
置
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
扇
風
機
や

冷
風
扇
、ス
ト
ー
ブ
等
を
活
用
し
対
応
。

問　
コ
ー
ス
内
の
腐
食
し
て
い
る
枕

木
の
取
り
換
え
な
ど
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
新
年
度
予

算
に
計
上
し
て
い
る
の
で
、
可
決
後
、

速
や
か
に
対
応
し
た
い
。

問　
飯
塚
市
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場

が
導
入
し
て
い
る
会
員
制
の
料
金
体

系
の
導
入
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
飯
塚
市
と

同
じ
料
金
体
系
は
難
し
い
が
、多
く
の

町
民
の
皆
さ
ん
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル

フ
場
を
健
康
づ
く
り
等
と
し
て
利
用

し
て
欲
し
い
と
の
思
い
で
、
財
政
状
況

が
厳
し
い
中
で
は
あ
る
が
、現
在
の
利

用
料
金
を
維
持
し
運
営
し
た
い
。

 

桂
川
町
役
場
の
委
託
職
員
等
の

 

賃
金
の
対
応
に
つ
い
て

問　
委
託
契
約
者
に
対
す
る
最
低
賃

金
改
定
に
よ
る
差
額
支
給
は
。

答  （
町
長
）　
委
託
契
約
及
び
業
務

内
容
に
よ
っ
て
は
会
計
年
度
任
用
職

員
に
位
置
づ
け
る
方
が
妥
当
と
の
指

摘
を
受
け
、
弁
護
士
等
と
協
議
の
う

え
、契
約
内
容
や
勤
務
時
間
、勤
務
場

所
の
拘
束
、業
務
の
指
揮
下
に
あ
る
か

否
か
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
該
当

す
る
と
思
わ
れ
る
業
務
は
令
和
８
年

度
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て

任
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
対
応
策
の
決
定
に
つ
い
て
は
最
終

的
に
は
町
長
が
認
め
た
も
の
。

　
な
お
、最
低
賃
金
の
改
正
に
伴
う
賃

金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
改
正
時
点
の

昨
年
11
月
16
日
に
さ
か
の
ぼ
り
完
了

し
て
い
る
。

 

桂
川
町
住
宅
新
築
資
金
等
特
別

 

会
計
条
例
の
廃
止
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付

事
業
の
目
的
と
問
題
点
は
。

答  

（
税
務
課
長
）　
目
的
は
歴
史
的

社
会
的
理
由
に
よ
り
、
生
活
環
境
等

の
安
定
向
上
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
地

域
の
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
、当
該

地
域
に
係
る
住
宅
の
新
築
、改
修
ま
た

は
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
必
要
な
資

金
の
貸
付
を
町
が
実
施
す
る
目
的
で

制
定
さ
れ
た
。

　
問
題
点
は
貸
し
付
け
る
際
の
審
査

の
甘
さ
、貸
付
金
に
付
随
す
る
担
保
の

確
保（
抵
当
権
の
設
定
）な
ど
が
不
十

分
で
あ
っ
た
。

 

認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て

問　
県
道
桂
川
下
秋
月
線
か
ら
認

定
こ
ど
も
園
へ
の
進
入
道
路
は
、
住

民
セ
ン
タ
ー
横
の
町
の
土
地
を
利
用

す
る
か
、川
の
対
岸
の
田
を
買
っ
て
橋

を
造
る
か
の
二
択
。

　
田
を
買
っ
て
橋
を
造
る
こ
と
に
し

た
根
拠
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
土
師
保
育

所
・
桂
川
幼
稚
園
の
先
生
に
も
意
見

を
聞
き
、
保
護
者
が
安
心
し
て
送
迎

す
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り
を

重
視
し
、決
定
に
至
っ
た
。

意
見　
工
事
が
遅
れ
れ
ば
遅
れ
る
ほ

ど
物
価
の
高
騰
を
招
き
、
と
ん
で
も

な
い
金
額
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。

　
ま
た
、
土
師
保
育
所
は
至
る
と
こ

ろ
で
老
朽
化
が
進
み
、い
つ
ま
で
持
つ

の
か
危
惧
し
て
い
る
。

　
早
期
の
完
成
を
望
む
。
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（
３
月
定
例
会 

）

一
般
質
問



杉
村
明
彦
議
員

下
川
康
弘
議
員

 

認
定
こ
ど
も
園
建
設
と
道
路
問
題

 

に
つ
い
て

問　
新
年
度
予
算
と
現
在
ま
で
の
総

額
は
。

答   （
建
設
事
業
課
長
）　
令
和
８

年
度
の
造
成
工
事
費
約
１
億
１
，６
０

０
万
円（
う
ち
橋
建
設
約
４
，
１
０
０

万
円
）、
基
本
・
実
施
設
計
費
約
４
，

５
０
０
万
円
。

　
現
在
ま
で
の
総
額
は
約
８
，
８
０

０
万
円
。

問　
県
道
桂
川
下
秋
月
線
の
渋
滞
予

測
は
。

答   （
建
設
事
業
課
長
）　
朝
７
時

か
ら
８
時
ま
で
の
、交
通
量
が
3
2
2

台
。園
へ
の
送
迎
車
数
1
3
5
台
・

職
員
30
台
。右
折
レ
ー
ン
が
必
要
と

な
る
基
準
１
，０
０
０
台
／
時
間
に
は

及
ば
な
い
の
で
必
要
な
い
。

意
見　
土
居
１
区
か
ら
「
住
民
説
明

会
の
要
望
書
」が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
役
場
横
の
信
号
機
を
通
過
す
る
と

き
の
、車
の
渋
滞
や
通
学
路
の
安
全
面

等
（
特
に
通
勤
・
通
学
の
時
間
帯
）の

理
解
を
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
「
住
民

説
明
会
」を
開
催
し
て
ほ
し
い
。

 

ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
2
月
17
日
開
催
の
ふ
く
お
か
県

央
環
境
広
域
施
設
組
合
（
県
央
）
定

例
議
会
の
賛
成
・
反
対
意
見
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の

事
務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

問　
前
回
と
今
回
の
土
地
売
買
仮

契
約
書
と
の
変
更
点
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の

事
務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

意
見　
前
回
の
仮
契
約
書
は
、購
入
後

は
県
央
が
す
べ
て
責
任
を
も
っ
て
建
設

す
る
と
あ
っ
た
が
、今
回
の
仮
契
約
書
で

は
、「
契
約
不
適
合
責
任
」と
な
っ
て
い
る
。

　
今
後
、
購
入
し
た
土
地
で
鉱
害
等
の

問
題
が
あ
っ
た
場
合
、
土
地
を
売
っ
た

契
約
者
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
を
再

度
、点
検
・
確
認
し
、売
主（
九
郎
丸
関

係
者
）に
知
ら
せ
た
方
が
い
い
の
で
は
。

 

カ
ス
ハ
ラ
条
例
及
び
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

 

対
策
に
つ
い
て

問　
今
後
の
計
画
は
。

答  （
町
長
）　
学
習
会
等
を
行
い
、

現
実
に
即
し
た
実
効
性
の
あ
る
条
例

の
制
定
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
地
域
手
当

 

に
つ
い
て
　
　

問　
飯
塚
市
と
嘉
麻
市
は
昨
年
４

月
か
ら
の
支
給
だ
が
、
な
ぜ
桂
川
町

は
今
年
の
１
月
か
ら
な
の
か
。

答  （
町
長
）　
会
計
年
度
任
用
職
員

に
つ
い
て
は
「
支
給
す
る
こ
と
が
出

来
る
」と
規
定
さ
れ
、義
務
で
は
な
く

自
治
体
の
対
応
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

た
め
、職
務
内
容
や
責
任
の
度
合
い
、

こ
れ
ま
で
の
配
置
の
経
緯
な
ど
を
考

慮
し
、総
合
的
に
判
断
し
た
。

問　
昨
年
の
４
月
か
ら
支
払
っ
た
場

合
の
増
加
金
額
は
。

答  （
町
長
）　
約
３
８
０
万
円
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
「
人
事
権
や

行
政
課
題
へ
の
取
り
組
み
に
関
す
る

町
長
の
考
え
方
」「
保
育
士
奨
学
金
返

済
支
援
事
業
に
つ
い
て
」は
未
掲
載

 

新
ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
新
ご
み
処
理
施
設
の
候
補
地
決

定
は
い
つ
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
令
和
３
年

11
月
19
日
開
催
の
施
設
組
合
正
副

組
合
長
会
議
で
、
桂
苑
周
辺
地
を
建

設
候
補
地
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ

れ
、
令
和
３
年
11
月
22
日
開
催
の
組

合
議
会
定
例
会
で
報
告
。

問　
九
郎
丸
地
区
を
候
補
地
と
し
た

理
由
と
現
地
調
査
方
法
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の
事

務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

問　
住
民
へ
の
説
明
会
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
現
時
点
で

は
説
明
会
開
催
に
つ
い
て
は
未
定
。

 

子
ど
も
の
自
殺
対
策
に
つ
い
て

問　
子
ど
も
の
自
殺
防
止
支
援
体
制
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
子
ど
も
か

ら
大
人
へ
の
移
行
期
に
は
特
有
の
変

化
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
あ
っ

た
対
策
・
支
援
が
必
要
で
、
関
係
各

課
が
連
携
し
て
自
殺
防
止
対
策
を
推

進
し
て
い
る
。

問　
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー（
い
の
ち
の
門

番
）研
修
会
」の
導
入
時
期
と
終
了
人

数
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
令
和
５
年

度
か
ら
導
入
。

　
受
講
終
了
人
数
は
延
べ
54
人
。

問　
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
」
に
な
る
条

件
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
特
別
な
資

格
は
不
要
。

問　
「
自
殺
対
策
計
画
」等
は
あ
る
の

か
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
平
成
28
年

４
月「
自
殺
対
策
基
本
法
」の
改
正
に

伴
い
市
町
村
に
も
義
務
付
け
ら
れ
、令

和
７
年
３
月
に
第
２
期「
桂
川
町
自
殺

対
策
計
画
（
令
和
７
年
度
〜
11
年

度
）」を
策
定
。

 

O
T
C
医
薬
品 （
市
販
の
一
般
医

 

薬
品
） 

に
つ
い
て

問　
オ
ー
バ
ー
ド
ー
ズ
（
市
販
薬
乱

用
）の
対
策
と
周
知
に
つ
い
て
。

答  

（
健
康
福
祉
課
長
）　
一
人
で
悩

み
を
抱
え
こ
ま
な
い
よ
う
に
本
人
に

寄
り
添
い
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
関

係
機
関
に
つ
な
ぎ
、
防
止
の
啓
発
に

も
取
り
組
ん
で
い
く
。

 

公
共
施
設
で
の
温
水
便
座
設
置

 

に
つ
い
て

問　
設
置
状
況
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
と
人
権
セ
ン
タ
ー
に
設
置
。

問　
住
民
や
職
員
の
意
見
を
聞
い
た

こ
と
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
聞
い
て
い
な
い
。

問　
今
後
の
計
画
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
改
修
工
事
中
の

王
塚
装
飾
古
墳
館
や
住
民
セ
ン
タ
ー

ト
イ
レ
改
修
工
事
に
合
わ
せ
て
設
置

予
定
。

　
他
の
公
共
施
設
で
も
改
修
の
タ
イ

ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
て
設
置
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
「
生
理
用
品

無
償
設
置
（
小
中
学
校
）」
に
つ
い
て

は
未
掲
載

 

2
0
2
7
年
末
に
製
造
禁
止
に

 

な
る
蛍
光
灯
の
対
応
に
つ
い
て

問　
本
町
が
管
理
し
て
い
る
防
犯
街
灯

の
う
ち
、蛍
光
灯
の
数
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
防
犯
街
灯
は
約
１
，

９
０
０
基
、そ
の
う
ち
蛍
光
灯
は
約
３

８
０
基
。

問　
計
画
的
な
更
新
や
L
E
D
化
の

方
針
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
修
繕
工
事
等
に

合
わ
せ
、順
次
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
進
め
て
い
る
。

問　
行
政
区
や
地
域
団
体
が
設
置
・

管
理
し
て
い
る
街
灯
の
対
応
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
区
長
か
ら
の
要

望
に
基
づ
き
、
修
繕
工
事
等
に
合
わ

せ
、町
の
予
算
で
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
進
め
て

い
く
。

問　
蛍
光
灯
の
製
造
禁
止
以
降
の
、

本
町
の
廃
棄
方
法
に
変
わ
り
は
な
い

の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
今
後
も
現

行
ど
お
り
。

　
リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス
で
の
処
理

を
推
奨
し
、
割
れ
た
蛍
光
灯
に
つ
い

て
は「
そ
の
他
の
不
燃
ゴ
ミ
」と
し
て

回
収
し
て
い
る
。

 

水
道
料
金
の
改
定
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
は
、
管
路
更
新
に
加
え

浄
水
場
の
更
新
も
控
え
て
い
る
が
。

答  （
水
道
課
長
）　
人
口
減
少
に
伴

う
料
金
収
入
の
減
少
や
物
価
高
騰

等
に
よ
り
、
公
営
企
業
の
経
営
環
境

は
厳
し
さ
を
増
し
つ
つ
あ
る
。

　
そ
こ
で
「
経
営
戦
略
（
料
金
改
定

の
指
標
と
な
る
も
の
）」を
策
定
す
る

た
め
の
準
備
と
し
て
、
配
水
池
・
浄

水
場
等
の
施
設
更
新
に
向
け
予
算

を
計
上
し
て
い
る
。

　
今
後
は
、
適
正
な
水
道
料
金
の
在

り
方
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
く
。

 

水
道
事
業
に
つ
い
て

問　
水
道
事
業
施
設
の
新
た
な
取

り
組
み
は
。

答  （
水
道
課
長
）　
現
在
、
土
師
配
水

池
移
設
に
向
け
計
画
を
進
め
て
い
る
。新

年
度
に
配
水
池
の
基
本
設
計
を
計
上
し

て
お
り
具
体
的
に
進
め
て
い
く
。

　
安
定
的
な
事
業
を
継
続
し
て
い
く

た
め
に
土
師
浄
水
場
基
礎
調
査
費
を

計
上
し
、
浄
水
の
処
理
方
式
・
位
置

及
び
周
辺
地
形
条
件
、
ま
た
維
持
管

理
方
法
に
基
づ
く
、
構
造
及
び
設
備

形
式
等
を
考
慮
し
た
「
浄
水
場
配
置

計
画
」を
作
成
し
検
討
す
る
。

答  （
町
長
）　
取
水
口
が
指
定
さ
れ

て
い
る
の
で
、配
水
池
は
移
設
す
る
が
、

浄
水
場
の
移
設
は
難
し
い
。

 

王
塚
装
飾
古
墳
館
に
つ
い
て

問　
国
の
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い

る
が
、管
理
運
営
に
対
す
る
補
助
金
は
。

答  （
王
塚
装
飾
古
墳
館
長
）　
令
和

7
年
度
は
、
王
塚
装
飾
古
墳
の
整
備

事
業
に
対
し
、国
か
ら
８
０
０
万
円
・

県
か
ら
約
52
万
円
。

　
そ
の
他
の
古
墳
の
調
査
事
業
に
対

し
、
国
か
ら
約
１
１
６
万
円
・
県
か

ら
30
万
円
。

　
王
塚
装
飾
古
墳
館
の
管
理
運
営

に
対
し
て
は
、補
助
メ
ニ
ュ
ー
が
無
い

の
で
町
の
予
算
で
運
営
し
て
い
る
。

答  （
町
長
）　
県
か
ら
も
文
化
財
の

保
存
・
活
用
、
特
に
活
用
に
力
を
入

れ
て
取
り
組
ん
で
欲
し
い
と
言
わ
れ

る
の
で
、
い
ろ
ん
な
形
で
補
助
金
を

お
願
い
し
て
い
き
た
い
。

 

大
将
陣
公
園
横
に
計
画
さ
れ
て
い
る

 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て

問　
産
廃
に
関
す
る
第
１
回
学
習
会

に
参
加
さ
れ
て
の
感
想
は
。

答  （
町
長
）　
大
変
重
大
な
問
題
で

あ
る
こ
と
を
再
確
認
で
き
た
。

　
参
加
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
拝
見
し
、

こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み
が
大
事
だ
と

肝
に
銘
じ
た
。

問　
こ
の
産
廃
は
飯
塚
市
の
課
題
で

も
あ
る
。飯
塚
市
と
の
連
携
は
。

答  （
町
長
）　
今
後
と
も
飯
塚
市
と

連
携
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
が
、
桂
川
町
と
し
て
当
事
者

意
識
を
持
ち
、
住
民
の
皆
さ
ん
と
の

連
携
を
し
っ
か
り
持
っ
て
基
本
を
忘

れ
ず
に
対
応
し
て
い
く
。

問　
旧
筑
穂
町
は
、
産
廃
問
題
が
お

き
た
と
き
に
、
担
当
の
職
員
を
置
い

た
こ
と
が
非
常
に
効
果
的
だ
っ
た
と

聞
い
て
い
る
が
、桂
川
町
で
は
。

答  （
町
長
）　
状
況
に
よ
っ
て
関
連

す
る
事
項
が
広
範
囲
に
ま
た
が
り
専

門
分
野
の
対
応
も
必
要
に
な
る
と

推
測
さ
れ
る
た
め
、
一
つ
の
担
当
部

署
と
い
う
形
で
は
職
員
の
対
応
が
で

き
な
い
の
で
は
。

 「
学
校
の
在
り
方
検
討
会
議
」

 

に
つ
い
て

問　
状
況
は
。

答  （
町
長
）　
庁
舎
内
の
検
討
会
を

２
回
開
催
し
、
基
本
的
な
現
状
認
識

や
当
面
す
る
課
題
の
整
理
、
今
後
の

進
め
方
等
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

問　
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
町
長
）　
非
常
に
大
き
な
課
題

で
あ
る
と
認
識
し
、
継
続
し
て
取
り

組
ん
で
い
く
。

　
先
進
地
の
視
察
や
外
部
有
識
者

を
交
え
た
検
討
会
議
に
充
実
発
展

さ
せ
て
い
き
た
い
。

問　
町
政
報
告
で
は
、
こ
の
こ
と
を

「
第
６
次
桂
川
町
総
合
計
画
・
後
期

基
本
計
画
に
お
い
て
、重
点
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
柱
に
」と
言
わ
れ
た
。

　
そ
の
こ
と
を
評
価
す
る
が
、
事
務

局
が
、な
ぜ
、教
育
委
員
会
で
は
な
く

企
画
財
政
課
な
の
か
。

答  （
町
長
）　「
学
校
の
あ
り
方
」は
、

学
校
の
校
舎
だ
け
で
な
く
用
地
の
選

定
や
他
の
事
業
と
の
関
連
な
ど
、
町

づ
く
り
全
体
に
係
わ
っ
て
く
る
。

　
よ
っ
て
、
ス
タ
ー
ト
時
点
で
は
全

体
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
視
点
か
ら
企

画
財
政
課
が
適
当
と
判
断
し
た
。

問　
今
は
企
画
財
政
課
だ
が
、
具
体

的
に
な
っ
た
ら
、教
育
委
員
会
が
所
管

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
い
い
の
か
。

答  （
町
長
）　
そ
う
考
え
て
い
る
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載

 

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
者
か
ら

 

の
要
望
書
の
内
容
及
び
対
応
に
つ
い
て

問
　
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
休
憩
室
に
冷
暖

房
設
備
の
設
置
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
扇
風
機
や

冷
風
扇
、ス
ト
ー
ブ
等
を
活
用
し
対
応
。

問　
コ
ー
ス
内
の
腐
食
し
て
い
る
枕

木
の
取
り
換
え
な
ど
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
新
年
度
予

算
に
計
上
し
て
い
る
の
で
、
可
決
後
、

速
や
か
に
対
応
し
た
い
。

問　
飯
塚
市
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場

が
導
入
し
て
い
る
会
員
制
の
料
金
体

系
の
導
入
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
飯
塚
市
と

同
じ
料
金
体
系
は
難
し
い
が
、多
く
の

町
民
の
皆
さ
ん
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル

フ
場
を
健
康
づ
く
り
等
と
し
て
利
用

し
て
欲
し
い
と
の
思
い
で
、
財
政
状
況

が
厳
し
い
中
で
は
あ
る
が
、現
在
の
利

用
料
金
を
維
持
し
運
営
し
た
い
。

 

桂
川
町
役
場
の
委
託
職
員
等
の

 

賃
金
の
対
応
に
つ
い
て

問　
委
託
契
約
者
に
対
す
る
最
低
賃

金
改
定
に
よ
る
差
額
支
給
は
。

答  （
町
長
）　
委
託
契
約
及
び
業
務

内
容
に
よ
っ
て
は
会
計
年
度
任
用
職

員
に
位
置
づ
け
る
方
が
妥
当
と
の
指

摘
を
受
け
、
弁
護
士
等
と
協
議
の
う

え
、契
約
内
容
や
勤
務
時
間
、勤
務
場

所
の
拘
束
、業
務
の
指
揮
下
に
あ
る
か

否
か
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
該
当

す
る
と
思
わ
れ
る
業
務
は
令
和
８
年

度
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て

任
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
対
応
策
の
決
定
に
つ
い
て
は
最
終

的
に
は
町
長
が
認
め
た
も
の
。

　
な
お
、最
低
賃
金
の
改
正
に
伴
う
賃

金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
改
正
時
点
の

昨
年
11
月
16
日
に
さ
か
の
ぼ
り
完
了

し
て
い
る
。

 

桂
川
町
住
宅
新
築
資
金
等
特
別

 

会
計
条
例
の
廃
止
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付

事
業
の
目
的
と
問
題
点
は
。

答  

（
税
務
課
長
）　
目
的
は
歴
史
的

社
会
的
理
由
に
よ
り
、
生
活
環
境
等

の
安
定
向
上
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
地

域
の
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
、当
該

地
域
に
係
る
住
宅
の
新
築
、改
修
ま
た

は
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
必
要
な
資

金
の
貸
付
を
町
が
実
施
す
る
目
的
で

制
定
さ
れ
た
。

　
問
題
点
は
貸
し
付
け
る
際
の
審
査

の
甘
さ
、貸
付
金
に
付
随
す
る
担
保
の

確
保（
抵
当
権
の
設
定
）な
ど
が
不
十

分
で
あ
っ
た
。

 

認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て

問　
県
道
桂
川
下
秋
月
線
か
ら
認

定
こ
ど
も
園
へ
の
進
入
道
路
は
、
住

民
セ
ン
タ
ー
横
の
町
の
土
地
を
利
用

す
る
か
、川
の
対
岸
の
田
を
買
っ
て
橋

を
造
る
か
の
二
択
。

　
田
を
買
っ
て
橋
を
造
る
こ
と
に
し

た
根
拠
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
土
師
保
育

所
・
桂
川
幼
稚
園
の
先
生
に
も
意
見

を
聞
き
、
保
護
者
が
安
心
し
て
送
迎

す
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り
を

重
視
し
、決
定
に
至
っ
た
。

意
見　
工
事
が
遅
れ
れ
ば
遅
れ
る
ほ

ど
物
価
の
高
騰
を
招
き
、
と
ん
で
も

な
い
金
額
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。

　
ま
た
、
土
師
保
育
所
は
至
る
と
こ

ろ
で
老
朽
化
が
進
み
、い
つ
ま
で
持
つ

の
か
危
惧
し
て
い
る
。

　
早
期
の
完
成
を
望
む
。
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原
中
政
廣
議
員

柴
田
正
彦
議
員

 

認
定
こ
ど
も
園
建
設
と
道
路
問
題

 

に
つ
い
て

問　
新
年
度
予
算
と
現
在
ま
で
の
総

額
は
。

答   （
建
設
事
業
課
長
）　
令
和
８

年
度
の
造
成
工
事
費
約
１
億
１
，６
０

０
万
円（
う
ち
橋
建
設
約
４
，
１
０
０

万
円
）、
基
本
・
実
施
設
計
費
約
４
，

５
０
０
万
円
。

　
現
在
ま
で
の
総
額
は
約
８
，
８
０

０
万
円
。

問　
県
道
桂
川
下
秋
月
線
の
渋
滞
予

測
は
。

答   （
建
設
事
業
課
長
）　
朝
７
時

か
ら
８
時
ま
で
の
、交
通
量
が
3
2
2

台
。園
へ
の
送
迎
車
数
1
3
5
台
・

職
員
30
台
。右
折
レ
ー
ン
が
必
要
と

な
る
基
準
１
，０
０
０
台
／
時
間
に
は

及
ば
な
い
の
で
必
要
な
い
。

意
見　
土
居
１
区
か
ら
「
住
民
説
明

会
の
要
望
書
」が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
役
場
横
の
信
号
機
を
通
過
す
る
と

き
の
、車
の
渋
滞
や
通
学
路
の
安
全
面

等
（
特
に
通
勤
・
通
学
の
時
間
帯
）の

理
解
を
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
「
住
民

説
明
会
」を
開
催
し
て
ほ
し
い
。

 

ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
2
月
17
日
開
催
の
ふ
く
お
か
県

央
環
境
広
域
施
設
組
合
（
県
央
）
定

例
議
会
の
賛
成
・
反
対
意
見
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の

事
務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

問　
前
回
と
今
回
の
土
地
売
買
仮

契
約
書
と
の
変
更
点
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の

事
務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

意
見　
前
回
の
仮
契
約
書
は
、購
入
後

は
県
央
が
す
べ
て
責
任
を
も
っ
て
建
設

す
る
と
あ
っ
た
が
、今
回
の
仮
契
約
書
で

は
、「
契
約
不
適
合
責
任
」と
な
っ
て
い
る
。

　
今
後
、
購
入
し
た
土
地
で
鉱
害
等
の

問
題
が
あ
っ
た
場
合
、
土
地
を
売
っ
た

契
約
者
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
を
再

度
、点
検
・
確
認
し
、売
主（
九
郎
丸
関

係
者
）に
知
ら
せ
た
方
が
い
い
の
で
は
。

 

カ
ス
ハ
ラ
条
例
及
び
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

 

対
策
に
つ
い
て

問　
今
後
の
計
画
は
。

答  （
町
長
）　
学
習
会
等
を
行
い
、

現
実
に
即
し
た
実
効
性
の
あ
る
条
例

の
制
定
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
地
域
手
当

 

に
つ
い
て
　
　

問　
飯
塚
市
と
嘉
麻
市
は
昨
年
４

月
か
ら
の
支
給
だ
が
、
な
ぜ
桂
川
町

は
今
年
の
１
月
か
ら
な
の
か
。

答  （
町
長
）　
会
計
年
度
任
用
職
員

に
つ
い
て
は
「
支
給
す
る
こ
と
が
出

来
る
」と
規
定
さ
れ
、義
務
で
は
な
く

自
治
体
の
対
応
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

た
め
、職
務
内
容
や
責
任
の
度
合
い
、

こ
れ
ま
で
の
配
置
の
経
緯
な
ど
を
考

慮
し
、総
合
的
に
判
断
し
た
。

問　
昨
年
の
４
月
か
ら
支
払
っ
た
場

合
の
増
加
金
額
は
。

答  （
町
長
）　
約
３
８
０
万
円
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
「
人
事
権
や

行
政
課
題
へ
の
取
り
組
み
に
関
す
る

町
長
の
考
え
方
」「
保
育
士
奨
学
金
返

済
支
援
事
業
に
つ
い
て
」は
未
掲
載

 

新
ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
新
ご
み
処
理
施
設
の
候
補
地
決

定
は
い
つ
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
令
和
３
年

11
月
19
日
開
催
の
施
設
組
合
正
副

組
合
長
会
議
で
、
桂
苑
周
辺
地
を
建

設
候
補
地
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ

れ
、
令
和
３
年
11
月
22
日
開
催
の
組

合
議
会
定
例
会
で
報
告
。

問　
九
郎
丸
地
区
を
候
補
地
と
し
た

理
由
と
現
地
調
査
方
法
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の
事

務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

問　
住
民
へ
の
説
明
会
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
現
時
点
で

は
説
明
会
開
催
に
つ
い
て
は
未
定
。

 

子
ど
も
の
自
殺
対
策
に
つ
い
て

問　
子
ど
も
の
自
殺
防
止
支
援
体
制
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
子
ど
も
か

ら
大
人
へ
の
移
行
期
に
は
特
有
の
変

化
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
あ
っ

た
対
策
・
支
援
が
必
要
で
、
関
係
各

課
が
連
携
し
て
自
殺
防
止
対
策
を
推

進
し
て
い
る
。

問　
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー（
い
の
ち
の
門

番
）研
修
会
」の
導
入
時
期
と
終
了
人

数
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
令
和
５
年

度
か
ら
導
入
。

　
受
講
終
了
人
数
は
延
べ
54
人
。

問　
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
」
に
な
る
条

件
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
特
別
な
資

格
は
不
要
。

問　
「
自
殺
対
策
計
画
」等
は
あ
る
の

か
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
平
成
28
年

４
月「
自
殺
対
策
基
本
法
」の
改
正
に

伴
い
市
町
村
に
も
義
務
付
け
ら
れ
、令

和
７
年
３
月
に
第
２
期「
桂
川
町
自
殺

対
策
計
画
（
令
和
７
年
度
〜
11
年

度
）」を
策
定
。

 

O
T
C
医
薬
品 （
市
販
の
一
般
医

 

薬
品
） 

に
つ
い
て

問　
オ
ー
バ
ー
ド
ー
ズ
（
市
販
薬
乱

用
）の
対
策
と
周
知
に
つ
い
て
。

答  

（
健
康
福
祉
課
長
）　
一
人
で
悩

み
を
抱
え
こ
ま
な
い
よ
う
に
本
人
に

寄
り
添
い
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
関

係
機
関
に
つ
な
ぎ
、
防
止
の
啓
発
に

も
取
り
組
ん
で
い
く
。

 

公
共
施
設
で
の
温
水
便
座
設
置

 

に
つ
い
て

問　
設
置
状
況
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
と
人
権
セ
ン
タ
ー
に
設
置
。

問　
住
民
や
職
員
の
意
見
を
聞
い
た

こ
と
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
聞
い
て
い
な
い
。

問　
今
後
の
計
画
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
改
修
工
事
中
の

王
塚
装
飾
古
墳
館
や
住
民
セ
ン
タ
ー

ト
イ
レ
改
修
工
事
に
合
わ
せ
て
設
置

予
定
。

　
他
の
公
共
施
設
で
も
改
修
の
タ
イ

ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
て
設
置
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
「
生
理
用
品

無
償
設
置
（
小
中
学
校
）」
に
つ
い
て

は
未
掲
載

 

2
0
2
7
年
末
に
製
造
禁
止
に

 

な
る
蛍
光
灯
の
対
応
に
つ
い
て

問　
本
町
が
管
理
し
て
い
る
防
犯
街
灯

の
う
ち
、蛍
光
灯
の
数
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
防
犯
街
灯
は
約
１
，

９
０
０
基
、そ
の
う
ち
蛍
光
灯
は
約
３

８
０
基
。

問　
計
画
的
な
更
新
や
L
E
D
化
の

方
針
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
修
繕
工
事
等
に

合
わ
せ
、順
次
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
進
め
て
い
る
。

問　
行
政
区
や
地
域
団
体
が
設
置
・

管
理
し
て
い
る
街
灯
の
対
応
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
区
長
か
ら
の
要

望
に
基
づ
き
、
修
繕
工
事
等
に
合
わ

せ
、町
の
予
算
で
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
進
め
て

い
く
。

問　
蛍
光
灯
の
製
造
禁
止
以
降
の
、

本
町
の
廃
棄
方
法
に
変
わ
り
は
な
い

の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
今
後
も
現

行
ど
お
り
。

　
リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス
で
の
処
理

を
推
奨
し
、
割
れ
た
蛍
光
灯
に
つ
い

て
は「
そ
の
他
の
不
燃
ゴ
ミ
」と
し
て

回
収
し
て
い
る
。

 

水
道
料
金
の
改
定
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
は
、
管
路
更
新
に
加
え

浄
水
場
の
更
新
も
控
え
て
い
る
が
。

答  （
水
道
課
長
）　
人
口
減
少
に
伴

う
料
金
収
入
の
減
少
や
物
価
高
騰

等
に
よ
り
、
公
営
企
業
の
経
営
環
境

は
厳
し
さ
を
増
し
つ
つ
あ
る
。

　
そ
こ
で
「
経
営
戦
略
（
料
金
改
定

の
指
標
と
な
る
も
の
）」を
策
定
す
る

た
め
の
準
備
と
し
て
、
配
水
池
・
浄

水
場
等
の
施
設
更
新
に
向
け
予
算

を
計
上
し
て
い
る
。

　
今
後
は
、
適
正
な
水
道
料
金
の
在

り
方
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
く
。

 

水
道
事
業
に
つ
い
て

問　
水
道
事
業
施
設
の
新
た
な
取

り
組
み
は
。

答  （
水
道
課
長
）　
現
在
、
土
師
配
水

池
移
設
に
向
け
計
画
を
進
め
て
い
る
。新

年
度
に
配
水
池
の
基
本
設
計
を
計
上
し

て
お
り
具
体
的
に
進
め
て
い
く
。

　
安
定
的
な
事
業
を
継
続
し
て
い
く

た
め
に
土
師
浄
水
場
基
礎
調
査
費
を

計
上
し
、
浄
水
の
処
理
方
式
・
位
置

及
び
周
辺
地
形
条
件
、
ま
た
維
持
管

理
方
法
に
基
づ
く
、
構
造
及
び
設
備

形
式
等
を
考
慮
し
た
「
浄
水
場
配
置

計
画
」を
作
成
し
検
討
す
る
。

答  （
町
長
）　
取
水
口
が
指
定
さ
れ

て
い
る
の
で
、配
水
池
は
移
設
す
る
が
、

浄
水
場
の
移
設
は
難
し
い
。

 

王
塚
装
飾
古
墳
館
に
つ
い
て

問　
国
の
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い

る
が
、管
理
運
営
に
対
す
る
補
助
金
は
。

答  （
王
塚
装
飾
古
墳
館
長
）　
令
和

7
年
度
は
、
王
塚
装
飾
古
墳
の
整
備

事
業
に
対
し
、国
か
ら
８
０
０
万
円
・

県
か
ら
約
52
万
円
。

　
そ
の
他
の
古
墳
の
調
査
事
業
に
対

し
、
国
か
ら
約
１
１
６
万
円
・
県
か

ら
30
万
円
。

　
王
塚
装
飾
古
墳
館
の
管
理
運
営

に
対
し
て
は
、補
助
メ
ニ
ュ
ー
が
無
い

の
で
町
の
予
算
で
運
営
し
て
い
る
。

答  （
町
長
）　
県
か
ら
も
文
化
財
の

保
存
・
活
用
、
特
に
活
用
に
力
を
入

れ
て
取
り
組
ん
で
欲
し
い
と
言
わ
れ

る
の
で
、
い
ろ
ん
な
形
で
補
助
金
を

お
願
い
し
て
い
き
た
い
。

 

大
将
陣
公
園
横
に
計
画
さ
れ
て
い
る

 
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て

問　
産
廃
に
関
す
る
第
１
回
学
習
会

に
参
加
さ
れ
て
の
感
想
は
。

答  （
町
長
）　
大
変
重
大
な
問
題
で

あ
る
こ
と
を
再
確
認
で
き
た
。

　
参
加
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
拝
見
し
、

こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み
が
大
事
だ
と

肝
に
銘
じ
た
。

問　
こ
の
産
廃
は
飯
塚
市
の
課
題
で

も
あ
る
。飯
塚
市
と
の
連
携
は
。

答  （
町
長
）　
今
後
と
も
飯
塚
市
と

連
携
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
が
、
桂
川
町
と
し
て
当
事
者

意
識
を
持
ち
、
住
民
の
皆
さ
ん
と
の

連
携
を
し
っ
か
り
持
っ
て
基
本
を
忘

れ
ず
に
対
応
し
て
い
く
。

問　
旧
筑
穂
町
は
、
産
廃
問
題
が
お

き
た
と
き
に
、
担
当
の
職
員
を
置
い

た
こ
と
が
非
常
に
効
果
的
だ
っ
た
と

聞
い
て
い
る
が
、桂
川
町
で
は
。

答  （
町
長
）　
状
況
に
よ
っ
て
関
連

す
る
事
項
が
広
範
囲
に
ま
た
が
り
専

門
分
野
の
対
応
も
必
要
に
な
る
と

推
測
さ
れ
る
た
め
、
一
つ
の
担
当
部

署
と
い
う
形
で
は
職
員
の
対
応
が
で

き
な
い
の
で
は
。

 「
学
校
の
在
り
方
検
討
会
議
」

 

に
つ
い
て

問　
状
況
は
。

答  （
町
長
）　
庁
舎
内
の
検
討
会
を

２
回
開
催
し
、
基
本
的
な
現
状
認
識

や
当
面
す
る
課
題
の
整
理
、
今
後
の

進
め
方
等
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

問　
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
町
長
）　
非
常
に
大
き
な
課
題

で
あ
る
と
認
識
し
、
継
続
し
て
取
り

組
ん
で
い
く
。

　
先
進
地
の
視
察
や
外
部
有
識
者

を
交
え
た
検
討
会
議
に
充
実
発
展

さ
せ
て
い
き
た
い
。

問　
町
政
報
告
で
は
、
こ
の
こ
と
を

「
第
６
次
桂
川
町
総
合
計
画
・
後
期

基
本
計
画
に
お
い
て
、重
点
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
柱
に
」と
言
わ
れ
た
。

　
そ
の
こ
と
を
評
価
す
る
が
、
事
務

局
が
、な
ぜ
、教
育
委
員
会
で
は
な
く

企
画
財
政
課
な
の
か
。

答  （
町
長
）　「
学
校
の
あ
り
方
」は
、

学
校
の
校
舎
だ
け
で
な
く
用
地
の
選

定
や
他
の
事
業
と
の
関
連
な
ど
、
町

づ
く
り
全
体
に
係
わ
っ
て
く
る
。

　
よ
っ
て
、
ス
タ
ー
ト
時
点
で
は
全

体
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
視
点
か
ら
企

画
財
政
課
が
適
当
と
判
断
し
た
。

問　
今
は
企
画
財
政
課
だ
が
、
具
体

的
に
な
っ
た
ら
、教
育
委
員
会
が
所
管

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
い
い
の
か
。

答  （
町
長
）　
そ
う
考
え
て
い
る
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載

 

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
者
か
ら

 

の
要
望
書
の
内
容
及
び
対
応
に
つ
い
て

問
　
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
休
憩
室
に
冷
暖

房
設
備
の
設
置
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
扇
風
機
や

冷
風
扇
、ス
ト
ー
ブ
等
を
活
用
し
対
応
。

問　
コ
ー
ス
内
の
腐
食
し
て
い
る
枕

木
の
取
り
換
え
な
ど
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
新
年
度
予

算
に
計
上
し
て
い
る
の
で
、
可
決
後
、

速
や
か
に
対
応
し
た
い
。

問　
飯
塚
市
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場

が
導
入
し
て
い
る
会
員
制
の
料
金
体

系
の
導
入
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
飯
塚
市
と

同
じ
料
金
体
系
は
難
し
い
が
、多
く
の

町
民
の
皆
さ
ん
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル

フ
場
を
健
康
づ
く
り
等
と
し
て
利
用

し
て
欲
し
い
と
の
思
い
で
、
財
政
状
況

が
厳
し
い
中
で
は
あ
る
が
、現
在
の
利

用
料
金
を
維
持
し
運
営
し
た
い
。

 

桂
川
町
役
場
の
委
託
職
員
等
の

 

賃
金
の
対
応
に
つ
い
て

問　
委
託
契
約
者
に
対
す
る
最
低
賃

金
改
定
に
よ
る
差
額
支
給
は
。

答  （
町
長
）　
委
託
契
約
及
び
業
務

内
容
に
よ
っ
て
は
会
計
年
度
任
用
職

員
に
位
置
づ
け
る
方
が
妥
当
と
の
指

摘
を
受
け
、
弁
護
士
等
と
協
議
の
う

え
、契
約
内
容
や
勤
務
時
間
、勤
務
場

所
の
拘
束
、業
務
の
指
揮
下
に
あ
る
か

否
か
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
該
当

す
る
と
思
わ
れ
る
業
務
は
令
和
８
年

度
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て

任
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
対
応
策
の
決
定
に
つ
い
て
は
最
終

的
に
は
町
長
が
認
め
た
も
の
。

　
な
お
、最
低
賃
金
の
改
正
に
伴
う
賃

金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
改
正
時
点
の

昨
年
11
月
16
日
に
さ
か
の
ぼ
り
完
了

し
て
い
る
。

 

桂
川
町
住
宅
新
築
資
金
等
特
別

 

会
計
条
例
の
廃
止
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付

事
業
の
目
的
と
問
題
点
は
。

答  

（
税
務
課
長
）　
目
的
は
歴
史
的

社
会
的
理
由
に
よ
り
、
生
活
環
境
等

の
安
定
向
上
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
地

域
の
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
、当
該

地
域
に
係
る
住
宅
の
新
築
、改
修
ま
た

は
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
必
要
な
資

金
の
貸
付
を
町
が
実
施
す
る
目
的
で

制
定
さ
れ
た
。

　
問
題
点
は
貸
し
付
け
る
際
の
審
査

の
甘
さ
、貸
付
金
に
付
随
す
る
担
保
の

確
保（
抵
当
権
の
設
定
）な
ど
が
不
十

分
で
あ
っ
た
。

 

認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て

問　
県
道
桂
川
下
秋
月
線
か
ら
認

定
こ
ど
も
園
へ
の
進
入
道
路
は
、
住

民
セ
ン
タ
ー
横
の
町
の
土
地
を
利
用

す
る
か
、川
の
対
岸
の
田
を
買
っ
て
橋

を
造
る
か
の
二
択
。

　
田
を
買
っ
て
橋
を
造
る
こ
と
に
し

た
根
拠
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
土
師
保
育

所
・
桂
川
幼
稚
園
の
先
生
に
も
意
見

を
聞
き
、
保
護
者
が
安
心
し
て
送
迎

す
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り
を

重
視
し
、決
定
に
至
っ
た
。

意
見　
工
事
が
遅
れ
れ
ば
遅
れ
る
ほ

ど
物
価
の
高
騰
を
招
き
、
と
ん
で
も

な
い
金
額
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。

　
ま
た
、
土
師
保
育
所
は
至
る
と
こ

ろ
で
老
朽
化
が
進
み
、い
つ
ま
で
持
つ

の
か
危
惧
し
て
い
る
。

　
早
期
の
完
成
を
望
む
。
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◯
３
月
定
例
会
の
様
子
は

　

桂
川
町
H
P『
議
会
』で
、

　

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

◯
６
月
定
例
会
予
定

  　
６
月
４
日
〜
６
月
12
日

  （
一
般
質
問
は
６
月
11
・
12
日
）

つ
ぶ
や
き

　
今
年
は
ス
ポ
ー
ツ
の
大
き
な
大
会

が
続
き
ま
す
。
ミ
ラ
ノ
・
コ
ル
テ
ィ
ナ

冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
、W
B
C
、サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ

プ
と
・
・
・
。

　
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
、
フ
ィ

ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
「
り
く
り
ゅ
う
」
ペ

ア
が
涙
の
逆
転
金
メ
ダ
ル
。

　
ま
た
、
日
本
人
選
手
が
大
舞
台
で

自
己
ベ
ス
ト
を
更
新
し
た
り
、
仲
間

と
喜
び
合
う
姿
に
感
動
し
ま
し
た
。

　
先
の
W
B
C
で
は
大
谷
選
手
を
筆

頭
に
素
晴
ら
し
い
メ
ン
バ
ー
で
挑
ん
だ

大
会
で
し
た
が
、
惜
し
く
も
準
々
決

勝
で
敗
退
。
W
B
C
は
や
は
り
「
国

同
士
の
本
気
の
ぶ
つ
か
り
合
い
」
が
観

ら
れ
る
特
別
な
大
会
だ
と
感
じ
ま
し

た
。
　
次
は
６
月
11
日
か
ら
始
ま
る
サ
ッ

カ
ー
の
F
I
F
A
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
。

今
ま
で
は
ベ
ス
ト
16
進
出
が
最
高
で
し

た
が
、
近
年
の
強
豪
国
と
の
互
角
の

戦
歴
か
ら
も
今
回
の
日
本
代
表
に
は

ベ
ス
ト
８
以
上
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
他
の
競
技
で
も
、
若
い
選
手

の
飛
躍
的
な
活
躍
で
好
成
績
を
収
め

て
ま
す
。

　
ガ
ン
バ
レ
日
本
!!

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
川
康
弘

 

認
定
こ
ど
も
園
建
設
と
道
路
問
題

 

に
つ
い
て

問　
新
年
度
予
算
と
現
在
ま
で
の
総

額
は
。

答   （
建
設
事
業
課
長
）　
令
和
８

年
度
の
造
成
工
事
費
約
１
億
１
，６
０

０
万
円（
う
ち
橋
建
設
約
４
，
１
０
０

万
円
）、
基
本
・
実
施
設
計
費
約
４
，

５
０
０
万
円
。

　
現
在
ま
で
の
総
額
は
約
８
，
８
０

０
万
円
。

問　
県
道
桂
川
下
秋
月
線
の
渋
滞
予

測
は
。

答   （
建
設
事
業
課
長
）　
朝
７
時

か
ら
８
時
ま
で
の
、交
通
量
が
3
2
2

台
。園
へ
の
送
迎
車
数
1
3
5
台
・

職
員
30
台
。右
折
レ
ー
ン
が
必
要
と

な
る
基
準
１
，０
０
０
台
／
時
間
に
は

及
ば
な
い
の
で
必
要
な
い
。

意
見　
土
居
１
区
か
ら
「
住
民
説
明

会
の
要
望
書
」が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
役
場
横
の
信
号
機
を
通
過
す
る
と

き
の
、車
の
渋
滞
や
通
学
路
の
安
全
面

等
（
特
に
通
勤
・
通
学
の
時
間
帯
）の

理
解
を
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
「
住
民

説
明
会
」を
開
催
し
て
ほ
し
い
。

 

ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
2
月
17
日
開
催
の
ふ
く
お
か
県

央
環
境
広
域
施
設
組
合
（
県
央
）
定

例
議
会
の
賛
成
・
反
対
意
見
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の

事
務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

問　
前
回
と
今
回
の
土
地
売
買
仮

契
約
書
と
の
変
更
点
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の

事
務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

意
見　
前
回
の
仮
契
約
書
は
、購
入
後

は
県
央
が
す
べ
て
責
任
を
も
っ
て
建
設

す
る
と
あ
っ
た
が
、今
回
の
仮
契
約
書
で

は
、「
契
約
不
適
合
責
任
」と
な
っ
て
い
る
。

　
今
後
、
購
入
し
た
土
地
で
鉱
害
等
の

問
題
が
あ
っ
た
場
合
、
土
地
を
売
っ
た

契
約
者
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
を
再

度
、点
検
・
確
認
し
、売
主（
九
郎
丸
関

係
者
）に
知
ら
せ
た
方
が
い
い
の
で
は
。

 

カ
ス
ハ
ラ
条
例
及
び
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

 

対
策
に
つ
い
て

問　
今
後
の
計
画
は
。

答  （
町
長
）　
学
習
会
等
を
行
い
、

現
実
に
即
し
た
実
効
性
の
あ
る
条
例

の
制
定
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
地
域
手
当

 

に
つ
い
て
　
　

問　
飯
塚
市
と
嘉
麻
市
は
昨
年
４

月
か
ら
の
支
給
だ
が
、
な
ぜ
桂
川
町

は
今
年
の
１
月
か
ら
な
の
か
。

答  （
町
長
）　
会
計
年
度
任
用
職
員

に
つ
い
て
は
「
支
給
す
る
こ
と
が
出

来
る
」と
規
定
さ
れ
、義
務
で
は
な
く

自
治
体
の
対
応
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

た
め
、職
務
内
容
や
責
任
の
度
合
い
、

こ
れ
ま
で
の
配
置
の
経
緯
な
ど
を
考

慮
し
、総
合
的
に
判
断
し
た
。

問　
昨
年
の
４
月
か
ら
支
払
っ
た
場

合
の
増
加
金
額
は
。

答  （
町
長
）　
約
３
８
０
万
円
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
「
人
事
権
や

行
政
課
題
へ
の
取
り
組
み
に
関
す
る

町
長
の
考
え
方
」「
保
育
士
奨
学
金
返

済
支
援
事
業
に
つ
い
て
」は
未
掲
載

 

新
ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
新
ご
み
処
理
施
設
の
候
補
地
決

定
は
い
つ
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
令
和
３
年

11
月
19
日
開
催
の
施
設
組
合
正
副

組
合
長
会
議
で
、
桂
苑
周
辺
地
を
建

設
候
補
地
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ

れ
、
令
和
３
年
11
月
22
日
開
催
の
組

合
議
会
定
例
会
で
報
告
。

問　
九
郎
丸
地
区
を
候
補
地
と
し
た

理
由
と
現
地
調
査
方
法
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の
事

務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

問　
住
民
へ
の
説
明
会
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
現
時
点
で

は
説
明
会
開
催
に
つ
い
て
は
未
定
。

 

子
ど
も
の
自
殺
対
策
に
つ
い
て

問　
子
ど
も
の
自
殺
防
止
支
援
体
制
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
子
ど
も
か

ら
大
人
へ
の
移
行
期
に
は
特
有
の
変

化
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
あ
っ

た
対
策
・
支
援
が
必
要
で
、
関
係
各

課
が
連
携
し
て
自
殺
防
止
対
策
を
推

進
し
て
い
る
。

問　
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー（
い
の
ち
の
門

番
）研
修
会
」の
導
入
時
期
と
終
了
人

数
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
令
和
５
年

度
か
ら
導
入
。

　
受
講
終
了
人
数
は
延
べ
54
人
。

問　
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
」
に
な
る
条

件
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
特
別
な
資

格
は
不
要
。

問　
「
自
殺
対
策
計
画
」等
は
あ
る
の

か
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
平
成
28
年

４
月「
自
殺
対
策
基
本
法
」の
改
正
に

伴
い
市
町
村
に
も
義
務
付
け
ら
れ
、令

和
７
年
３
月
に
第
２
期「
桂
川
町
自
殺

対
策
計
画
（
令
和
７
年
度
〜
11
年

度
）」を
策
定
。

 

O
T
C
医
薬
品 （
市
販
の
一
般
医

 

薬
品
） 

に
つ
い
て

問　
オ
ー
バ
ー
ド
ー
ズ
（
市
販
薬
乱

用
）の
対
策
と
周
知
に
つ
い
て
。

答  

（
健
康
福
祉
課
長
）　
一
人
で
悩

み
を
抱
え
こ
ま
な
い
よ
う
に
本
人
に

寄
り
添
い
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
関

係
機
関
に
つ
な
ぎ
、
防
止
の
啓
発
に

も
取
り
組
ん
で
い
く
。

 

公
共
施
設
で
の
温
水
便
座
設
置

 

に
つ
い
て

問　
設
置
状
況
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
と
人
権
セ
ン
タ
ー
に
設
置
。

問　
住
民
や
職
員
の
意
見
を
聞
い
た

こ
と
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
聞
い
て
い
な
い
。

問　
今
後
の
計
画
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
改
修
工
事
中
の

王
塚
装
飾
古
墳
館
や
住
民
セ
ン
タ
ー

ト
イ
レ
改
修
工
事
に
合
わ
せ
て
設
置

予
定
。

　
他
の
公
共
施
設
で
も
改
修
の
タ
イ

ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
て
設
置
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
「
生
理
用
品

無
償
設
置
（
小
中
学
校
）」
に
つ
い
て

は
未
掲
載

 

2
0
2
7
年
末
に
製
造
禁
止
に

 

な
る
蛍
光
灯
の
対
応
に
つ
い
て

問　
本
町
が
管
理
し
て
い
る
防
犯
街
灯

の
う
ち
、蛍
光
灯
の
数
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
防
犯
街
灯
は
約
１
，

９
０
０
基
、そ
の
う
ち
蛍
光
灯
は
約
３

８
０
基
。

問　
計
画
的
な
更
新
や
L
E
D
化
の

方
針
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
修
繕
工
事
等
に

合
わ
せ
、順
次
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
進
め
て
い
る
。

問　
行
政
区
や
地
域
団
体
が
設
置
・

管
理
し
て
い
る
街
灯
の
対
応
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
区
長
か
ら
の
要

望
に
基
づ
き
、
修
繕
工
事
等
に
合
わ

せ
、町
の
予
算
で
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
進
め
て

い
く
。

問　
蛍
光
灯
の
製
造
禁
止
以
降
の
、

本
町
の
廃
棄
方
法
に
変
わ
り
は
な
い

の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
今
後
も
現

行
ど
お
り
。

　
リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス
で
の
処
理

を
推
奨
し
、
割
れ
た
蛍
光
灯
に
つ
い

て
は「
そ
の
他
の
不
燃
ゴ
ミ
」と
し
て

回
収
し
て
い
る
。

 

水
道
料
金
の
改
定
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
は
、
管
路
更
新
に
加
え

浄
水
場
の
更
新
も
控
え
て
い
る
が
。

答  （
水
道
課
長
）　
人
口
減
少
に
伴

う
料
金
収
入
の
減
少
や
物
価
高
騰

等
に
よ
り
、
公
営
企
業
の
経
営
環
境

は
厳
し
さ
を
増
し
つ
つ
あ
る
。

　
そ
こ
で
「
経
営
戦
略
（
料
金
改
定

の
指
標
と
な
る
も
の
）」を
策
定
す
る

た
め
の
準
備
と
し
て
、
配
水
池
・
浄

水
場
等
の
施
設
更
新
に
向
け
予
算

を
計
上
し
て
い
る
。

　
今
後
は
、
適
正
な
水
道
料
金
の
在

り
方
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
く
。

 

水
道
事
業
に
つ
い
て

問　
水
道
事
業
施
設
の
新
た
な
取

り
組
み
は
。

答  （
水
道
課
長
）　
現
在
、
土
師
配
水

池
移
設
に
向
け
計
画
を
進
め
て
い
る
。新

年
度
に
配
水
池
の
基
本
設
計
を
計
上
し

て
お
り
具
体
的
に
進
め
て
い
く
。

　
安
定
的
な
事
業
を
継
続
し
て
い
く

た
め
に
土
師
浄
水
場
基
礎
調
査
費
を

計
上
し
、
浄
水
の
処
理
方
式
・
位
置

及
び
周
辺
地
形
条
件
、
ま
た
維
持
管

理
方
法
に
基
づ
く
、
構
造
及
び
設
備

形
式
等
を
考
慮
し
た
「
浄
水
場
配
置

計
画
」を
作
成
し
検
討
す
る
。

答  （
町
長
）　
取
水
口
が
指
定
さ
れ

て
い
る
の
で
、配
水
池
は
移
設
す
る
が
、

浄
水
場
の
移
設
は
難
し
い
。

 

王
塚
装
飾
古
墳
館
に
つ
い
て

問　
国
の
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い

る
が
、管
理
運
営
に
対
す
る
補
助
金
は
。

答  （
王
塚
装
飾
古
墳
館
長
）　
令
和

7
年
度
は
、
王
塚
装
飾
古
墳
の
整
備

事
業
に
対
し
、国
か
ら
８
０
０
万
円
・

県
か
ら
約
52
万
円
。

　
そ
の
他
の
古
墳
の
調
査
事
業
に
対

し
、
国
か
ら
約
１
１
６
万
円
・
県
か

ら
30
万
円
。

　
王
塚
装
飾
古
墳
館
の
管
理
運
営

に
対
し
て
は
、補
助
メ
ニ
ュ
ー
が
無
い

の
で
町
の
予
算
で
運
営
し
て
い
る
。

答  （
町
長
）　
県
か
ら
も
文
化
財
の

保
存
・
活
用
、
特
に
活
用
に
力
を
入

れ
て
取
り
組
ん
で
欲
し
い
と
言
わ
れ

る
の
で
、
い
ろ
ん
な
形
で
補
助
金
を

お
願
い
し
て
い
き
た
い
。

 

大
将
陣
公
園
横
に
計
画
さ
れ
て
い
る

 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て

問　
産
廃
に
関
す
る
第
１
回
学
習
会

に
参
加
さ
れ
て
の
感
想
は
。

答  （
町
長
）　
大
変
重
大
な
問
題
で

あ
る
こ
と
を
再
確
認
で
き
た
。

　
参
加
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
拝
見
し
、

こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み
が
大
事
だ
と

肝
に
銘
じ
た
。

問　
こ
の
産
廃
は
飯
塚
市
の
課
題
で

も
あ
る
。飯
塚
市
と
の
連
携
は
。

答  （
町
長
）　
今
後
と
も
飯
塚
市
と

連
携
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
が
、
桂
川
町
と
し
て
当
事
者

意
識
を
持
ち
、
住
民
の
皆
さ
ん
と
の

連
携
を
し
っ
か
り
持
っ
て
基
本
を
忘

れ
ず
に
対
応
し
て
い
く
。

問　
旧
筑
穂
町
は
、
産
廃
問
題
が
お

き
た
と
き
に
、
担
当
の
職
員
を
置
い

た
こ
と
が
非
常
に
効
果
的
だ
っ
た
と

聞
い
て
い
る
が
、桂
川
町
で
は
。

答  （
町
長
）　
状
況
に
よ
っ
て
関
連

す
る
事
項
が
広
範
囲
に
ま
た
が
り
専

門
分
野
の
対
応
も
必
要
に
な
る
と

推
測
さ
れ
る
た
め
、
一
つ
の
担
当
部

署
と
い
う
形
で
は
職
員
の
対
応
が
で

き
な
い
の
で
は
。

 「
学
校
の
在
り
方
検
討
会
議
」

 

に
つ
い
て

問　
状
況
は
。

答  （
町
長
）　
庁
舎
内
の
検
討
会
を

２
回
開
催
し
、
基
本
的
な
現
状
認
識

や
当
面
す
る
課
題
の
整
理
、
今
後
の

進
め
方
等
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

問　
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
町
長
）　
非
常
に
大
き
な
課
題

で
あ
る
と
認
識
し
、
継
続
し
て
取
り

組
ん
で
い
く
。

　
先
進
地
の
視
察
や
外
部
有
識
者

を
交
え
た
検
討
会
議
に
充
実
発
展

さ
せ
て
い
き
た
い
。

問　
町
政
報
告
で
は
、
こ
の
こ
と
を

「
第
６
次
桂
川
町
総
合
計
画
・
後
期

基
本
計
画
に
お
い
て
、重
点
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
柱
に
」と
言
わ
れ
た
。

　
そ
の
こ
と
を
評
価
す
る
が
、
事
務

局
が
、な
ぜ
、教
育
委
員
会
で
は
な
く

企
画
財
政
課
な
の
か
。

答  （
町
長
）　「
学
校
の
あ
り
方
」は
、

学
校
の
校
舎
だ
け
で
な
く
用
地
の
選

定
や
他
の
事
業
と
の
関
連
な
ど
、
町

づ
く
り
全
体
に
係
わ
っ
て
く
る
。

　
よ
っ
て
、
ス
タ
ー
ト
時
点
で
は
全

体
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
視
点
か
ら
企

画
財
政
課
が
適
当
と
判
断
し
た
。

問　
今
は
企
画
財
政
課
だ
が
、
具
体

的
に
な
っ
た
ら
、教
育
委
員
会
が
所
管

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
い
い
の
か
。

答  （
町
長
）　
そ
う
考
え
て
い
る
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載

 

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
者
か
ら

 

の
要
望
書
の
内
容
及
び
対
応
に
つ
い
て

問
　
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
休
憩
室
に
冷
暖

房
設
備
の
設
置
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
扇
風
機
や

冷
風
扇
、ス
ト
ー
ブ
等
を
活
用
し
対
応
。

問　
コ
ー
ス
内
の
腐
食
し
て
い
る
枕

木
の
取
り
換
え
な
ど
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
新
年
度
予

算
に
計
上
し
て
い
る
の
で
、
可
決
後
、

速
や
か
に
対
応
し
た
い
。

問　
飯
塚
市
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場

が
導
入
し
て
い
る
会
員
制
の
料
金
体

系
の
導
入
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
飯
塚
市
と

同
じ
料
金
体
系
は
難
し
い
が
、多
く
の

町
民
の
皆
さ
ん
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル

フ
場
を
健
康
づ
く
り
等
と
し
て
利
用

し
て
欲
し
い
と
の
思
い
で
、
財
政
状
況

が
厳
し
い
中
で
は
あ
る
が
、現
在
の
利

用
料
金
を
維
持
し
運
営
し
た
い
。

 

桂
川
町
役
場
の
委
託
職
員
等
の

 

賃
金
の
対
応
に
つ
い
て

問　
委
託
契
約
者
に
対
す
る
最
低
賃

金
改
定
に
よ
る
差
額
支
給
は
。

答  （
町
長
）　
委
託
契
約
及
び
業
務

内
容
に
よ
っ
て
は
会
計
年
度
任
用
職

員
に
位
置
づ
け
る
方
が
妥
当
と
の
指

摘
を
受
け
、
弁
護
士
等
と
協
議
の
う

え
、契
約
内
容
や
勤
務
時
間
、勤
務
場

所
の
拘
束
、業
務
の
指
揮
下
に
あ
る
か

否
か
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
該
当

す
る
と
思
わ
れ
る
業
務
は
令
和
８
年

度
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て

任
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
対
応
策
の
決
定
に
つ
い
て
は
最
終

的
に
は
町
長
が
認
め
た
も
の
。

　
な
お
、最
低
賃
金
の
改
正
に
伴
う
賃

金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
改
正
時
点
の

昨
年
11
月
16
日
に
さ
か
の
ぼ
り
完
了

し
て
い
る
。

 

桂
川
町
住
宅
新
築
資
金
等
特
別

 

会
計
条
例
の
廃
止
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付

事
業
の
目
的
と
問
題
点
は
。

答  

（
税
務
課
長
）　
目
的
は
歴
史
的

社
会
的
理
由
に
よ
り
、
生
活
環
境
等

の
安
定
向
上
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
地

域
の
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
、当
該

地
域
に
係
る
住
宅
の
新
築
、改
修
ま
た

は
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
必
要
な
資

金
の
貸
付
を
町
が
実
施
す
る
目
的
で

制
定
さ
れ
た
。

　
問
題
点
は
貸
し
付
け
る
際
の
審
査

の
甘
さ
、貸
付
金
に
付
随
す
る
担
保
の

確
保（
抵
当
権
の
設
定
）な
ど
が
不
十

分
で
あ
っ
た
。

林
　
英
明
議
員

 

認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て

問　
県
道
桂
川
下
秋
月
線
か
ら
認

定
こ
ど
も
園
へ
の
進
入
道
路
は
、
住

民
セ
ン
タ
ー
横
の
町
の
土
地
を
利
用

す
る
か
、川
の
対
岸
の
田
を
買
っ
て
橋

を
造
る
か
の
二
択
。

　
田
を
買
っ
て
橋
を
造
る
こ
と
に
し

た
根
拠
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
土
師
保
育

所
・
桂
川
幼
稚
園
の
先
生
に
も
意
見

を
聞
き
、
保
護
者
が
安
心
し
て
送
迎

す
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り
を

重
視
し
、決
定
に
至
っ
た
。

意
見　
工
事
が
遅
れ
れ
ば
遅
れ
る
ほ

ど
物
価
の
高
騰
を
招
き
、
と
ん
で
も

な
い
金
額
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。

　
ま
た
、
土
師
保
育
所
は
至
る
と
こ

ろ
で
老
朽
化
が
進
み
、い
つ
ま
で
持
つ

の
か
危
惧
し
て
い
る
。

　
早
期
の
完
成
を
望
む
。
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英

明件　　　名

３月定例会
議案等の審査結果

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ● ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ● ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ● ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ● ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ● ◯ ● ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ● ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ● ◯ ◯ ● ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

● ◯ ● ◯ ◯ ● ● ◯ ●

 

認
定
こ
ど
も
園
建
設
と
道
路
問
題

 

に
つ
い
て

問　
新
年
度
予
算
と
現
在
ま
で
の
総

額
は
。

答   （
建
設
事
業
課
長
）　
令
和
８

年
度
の
造
成
工
事
費
約
１
億
１
，６
０

０
万
円（
う
ち
橋
建
設
約
４
，
１
０
０

万
円
）、
基
本
・
実
施
設
計
費
約
４
，

５
０
０
万
円
。

　
現
在
ま
で
の
総
額
は
約
８
，
８
０

０
万
円
。

問　
県
道
桂
川
下
秋
月
線
の
渋
滞
予

測
は
。

答   （
建
設
事
業
課
長
）　
朝
７
時

か
ら
８
時
ま
で
の
、交
通
量
が
3
2
2

台
。園
へ
の
送
迎
車
数
1
3
5
台
・

職
員
30
台
。右
折
レ
ー
ン
が
必
要
と

な
る
基
準
１
，０
０
０
台
／
時
間
に
は

及
ば
な
い
の
で
必
要
な
い
。

意
見　
土
居
１
区
か
ら
「
住
民
説
明

会
の
要
望
書
」が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
役
場
横
の
信
号
機
を
通
過
す
る
と

き
の
、車
の
渋
滞
や
通
学
路
の
安
全
面

等
（
特
に
通
勤
・
通
学
の
時
間
帯
）の

理
解
を
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
「
住
民

説
明
会
」を
開
催
し
て
ほ
し
い
。

 

ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
2
月
17
日
開
催
の
ふ
く
お
か
県

央
環
境
広
域
施
設
組
合
（
県
央
）
定

例
議
会
の
賛
成
・
反
対
意
見
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の

事
務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

問　
前
回
と
今
回
の
土
地
売
買
仮

契
約
書
と
の
変
更
点
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の

事
務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

意
見　
前
回
の
仮
契
約
書
は
、購
入
後

は
県
央
が
す
べ
て
責
任
を
も
っ
て
建
設

す
る
と
あ
っ
た
が
、今
回
の
仮
契
約
書
で

は
、「
契
約
不
適
合
責
任
」と
な
っ
て
い
る
。

　
今
後
、
購
入
し
た
土
地
で
鉱
害
等
の

問
題
が
あ
っ
た
場
合
、
土
地
を
売
っ
た

契
約
者
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
を
再

度
、点
検
・
確
認
し
、売
主（
九
郎
丸
関

係
者
）に
知
ら
せ
た
方
が
い
い
の
で
は
。

 

カ
ス
ハ
ラ
条
例
及
び
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

 

対
策
に
つ
い
て

問　
今
後
の
計
画
は
。

答  （
町
長
）　
学
習
会
等
を
行
い
、

現
実
に
即
し
た
実
効
性
の
あ
る
条
例

の
制
定
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
地
域
手
当

 

に
つ
い
て
　
　

問　
飯
塚
市
と
嘉
麻
市
は
昨
年
４

月
か
ら
の
支
給
だ
が
、
な
ぜ
桂
川
町

は
今
年
の
１
月
か
ら
な
の
か
。

答  （
町
長
）　
会
計
年
度
任
用
職
員

に
つ
い
て
は
「
支
給
す
る
こ
と
が
出

来
る
」と
規
定
さ
れ
、義
務
で
は
な
く

自
治
体
の
対
応
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

た
め
、職
務
内
容
や
責
任
の
度
合
い
、

こ
れ
ま
で
の
配
置
の
経
緯
な
ど
を
考

慮
し
、総
合
的
に
判
断
し
た
。

問　
昨
年
の
４
月
か
ら
支
払
っ
た
場

合
の
増
加
金
額
は
。

答  （
町
長
）　
約
３
８
０
万
円
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
「
人
事
権
や

行
政
課
題
へ
の
取
り
組
み
に
関
す
る

町
長
の
考
え
方
」「
保
育
士
奨
学
金
返

済
支
援
事
業
に
つ
い
て
」は
未
掲
載

 

新
ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
新
ご
み
処
理
施
設
の
候
補
地
決

定
は
い
つ
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
令
和
３
年

11
月
19
日
開
催
の
施
設
組
合
正
副

組
合
長
会
議
で
、
桂
苑
周
辺
地
を
建

設
候
補
地
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ

れ
、
令
和
３
年
11
月
22
日
開
催
の
組

合
議
会
定
例
会
で
報
告
。

問　
九
郎
丸
地
区
を
候
補
地
と
し
た

理
由
と
現
地
調
査
方
法
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
県
央
の
事

務
の
た
め
、答
え
ら
れ
な
い
。

問　
住
民
へ
の
説
明
会
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
現
時
点
で

は
説
明
会
開
催
に
つ
い
て
は
未
定
。

 

子
ど
も
の
自
殺
対
策
に
つ
い
て

問　
子
ど
も
の
自
殺
防
止
支
援
体
制
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
子
ど
も
か

ら
大
人
へ
の
移
行
期
に
は
特
有
の
変

化
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
あ
っ

た
対
策
・
支
援
が
必
要
で
、
関
係
各

課
が
連
携
し
て
自
殺
防
止
対
策
を
推

進
し
て
い
る
。

問　
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー（
い
の
ち
の
門

番
）研
修
会
」の
導
入
時
期
と
終
了
人

数
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
令
和
５
年

度
か
ら
導
入
。

　
受
講
終
了
人
数
は
延
べ
54
人
。

問　
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
」
に
な
る
条

件
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
特
別
な
資

格
は
不
要
。

問　
「
自
殺
対
策
計
画
」等
は
あ
る
の

か
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
平
成
28
年

４
月「
自
殺
対
策
基
本
法
」の
改
正
に

伴
い
市
町
村
に
も
義
務
付
け
ら
れ
、令

和
７
年
３
月
に
第
２
期「
桂
川
町
自
殺

対
策
計
画
（
令
和
７
年
度
〜
11
年

度
）」を
策
定
。

 

O
T
C
医
薬
品 （
市
販
の
一
般
医

 

薬
品
） 

に
つ
い
て

問　
オ
ー
バ
ー
ド
ー
ズ
（
市
販
薬
乱

用
）の
対
策
と
周
知
に
つ
い
て
。

答  

（
健
康
福
祉
課
長
）　
一
人
で
悩

み
を
抱
え
こ
ま
な
い
よ
う
に
本
人
に

寄
り
添
い
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
関

係
機
関
に
つ
な
ぎ
、
防
止
の
啓
発
に

も
取
り
組
ん
で
い
く
。

 

公
共
施
設
で
の
温
水
便
座
設
置

 

に
つ
い
て

問　
設
置
状
況
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
と
人
権
セ
ン
タ
ー
に
設
置
。

問　
住
民
や
職
員
の
意
見
を
聞
い
た

こ
と
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
聞
い
て
い
な
い
。

問　
今
後
の
計
画
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
改
修
工
事
中
の

王
塚
装
飾
古
墳
館
や
住
民
セ
ン
タ
ー

ト
イ
レ
改
修
工
事
に
合
わ
せ
て
設
置

予
定
。

　
他
の
公
共
施
設
で
も
改
修
の
タ
イ

ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
て
設
置
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
「
生
理
用
品

無
償
設
置
（
小
中
学
校
）」
に
つ
い
て

は
未
掲
載

 

2
0
2
7
年
末
に
製
造
禁
止
に

 

な
る
蛍
光
灯
の
対
応
に
つ
い
て

問　
本
町
が
管
理
し
て
い
る
防
犯
街
灯

の
う
ち
、蛍
光
灯
の
数
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
防
犯
街
灯
は
約
１
，

９
０
０
基
、そ
の
う
ち
蛍
光
灯
は
約
３

８
０
基
。

問　
計
画
的
な
更
新
や
L
E
D
化
の

方
針
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
修
繕
工
事
等
に

合
わ
せ
、順
次
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
進
め
て
い
る
。

問　
行
政
区
や
地
域
団
体
が
設
置
・

管
理
し
て
い
る
街
灯
の
対
応
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
区
長
か
ら
の
要

望
に
基
づ
き
、
修
繕
工
事
等
に
合
わ

せ
、町
の
予
算
で
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
進
め
て

い
く
。

問　
蛍
光
灯
の
製
造
禁
止
以
降
の
、

本
町
の
廃
棄
方
法
に
変
わ
り
は
な
い

の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
今
後
も
現

行
ど
お
り
。

　
リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス
で
の
処
理

を
推
奨
し
、
割
れ
た
蛍
光
灯
に
つ
い

て
は「
そ
の
他
の
不
燃
ゴ
ミ
」と
し
て

回
収
し
て
い
る
。

 

水
道
料
金
の
改
定
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
は
、
管
路
更
新
に
加
え

浄
水
場
の
更
新
も
控
え
て
い
る
が
。

答  （
水
道
課
長
）　
人
口
減
少
に
伴

う
料
金
収
入
の
減
少
や
物
価
高
騰

等
に
よ
り
、
公
営
企
業
の
経
営
環
境

は
厳
し
さ
を
増
し
つ
つ
あ
る
。

　
そ
こ
で
「
経
営
戦
略
（
料
金
改
定

の
指
標
と
な
る
も
の
）」を
策
定
す
る

た
め
の
準
備
と
し
て
、
配
水
池
・
浄

水
場
等
の
施
設
更
新
に
向
け
予
算

を
計
上
し
て
い
る
。

　
今
後
は
、
適
正
な
水
道
料
金
の
在

り
方
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
く
。

 

水
道
事
業
に
つ
い
て

問　
水
道
事
業
施
設
の
新
た
な
取

り
組
み
は
。

答  （
水
道
課
長
）　
現
在
、
土
師
配
水

池
移
設
に
向
け
計
画
を
進
め
て
い
る
。新

年
度
に
配
水
池
の
基
本
設
計
を
計
上
し

て
お
り
具
体
的
に
進
め
て
い
く
。

　
安
定
的
な
事
業
を
継
続
し
て
い
く

た
め
に
土
師
浄
水
場
基
礎
調
査
費
を

計
上
し
、
浄
水
の
処
理
方
式
・
位
置

及
び
周
辺
地
形
条
件
、
ま
た
維
持
管

理
方
法
に
基
づ
く
、
構
造
及
び
設
備

形
式
等
を
考
慮
し
た
「
浄
水
場
配
置

計
画
」を
作
成
し
検
討
す
る
。

答  （
町
長
）　
取
水
口
が
指
定
さ
れ

て
い
る
の
で
、配
水
池
は
移
設
す
る
が
、

浄
水
場
の
移
設
は
難
し
い
。

 

王
塚
装
飾
古
墳
館
に
つ
い
て

問　
国
の
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い

る
が
、管
理
運
営
に
対
す
る
補
助
金
は
。

答  （
王
塚
装
飾
古
墳
館
長
）　
令
和

7
年
度
は
、
王
塚
装
飾
古
墳
の
整
備

事
業
に
対
し
、国
か
ら
８
０
０
万
円
・

県
か
ら
約
52
万
円
。

　
そ
の
他
の
古
墳
の
調
査
事
業
に
対

し
、
国
か
ら
約
１
１
６
万
円
・
県
か

ら
30
万
円
。

　
王
塚
装
飾
古
墳
館
の
管
理
運
営

に
対
し
て
は
、補
助
メ
ニ
ュ
ー
が
無
い

の
で
町
の
予
算
で
運
営
し
て
い
る
。

答  （
町
長
）　
県
か
ら
も
文
化
財
の

保
存
・
活
用
、
特
に
活
用
に
力
を
入

れ
て
取
り
組
ん
で
欲
し
い
と
言
わ
れ

る
の
で
、
い
ろ
ん
な
形
で
補
助
金
を

お
願
い
し
て
い
き
た
い
。

 

大
将
陣
公
園
横
に
計
画
さ
れ
て
い
る

 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て

問　
産
廃
に
関
す
る
第
１
回
学
習
会

に
参
加
さ
れ
て
の
感
想
は
。

答  （
町
長
）　
大
変
重
大
な
問
題
で

あ
る
こ
と
を
再
確
認
で
き
た
。

　
参
加
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
拝
見
し
、

こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み
が
大
事
だ
と

肝
に
銘
じ
た
。

問　
こ
の
産
廃
は
飯
塚
市
の
課
題
で

も
あ
る
。飯
塚
市
と
の
連
携
は
。

答  （
町
長
）　
今
後
と
も
飯
塚
市
と

連
携
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
が
、
桂
川
町
と
し
て
当
事
者

意
識
を
持
ち
、
住
民
の
皆
さ
ん
と
の

連
携
を
し
っ
か
り
持
っ
て
基
本
を
忘

れ
ず
に
対
応
し
て
い
く
。

問　
旧
筑
穂
町
は
、
産
廃
問
題
が
お

き
た
と
き
に
、
担
当
の
職
員
を
置
い

た
こ
と
が
非
常
に
効
果
的
だ
っ
た
と

聞
い
て
い
る
が
、桂
川
町
で
は
。

答  （
町
長
）　
状
況
に
よ
っ
て
関
連

す
る
事
項
が
広
範
囲
に
ま
た
が
り
専

門
分
野
の
対
応
も
必
要
に
な
る
と

推
測
さ
れ
る
た
め
、
一
つ
の
担
当
部

署
と
い
う
形
で
は
職
員
の
対
応
が
で

き
な
い
の
で
は
。

 「
学
校
の
在
り
方
検
討
会
議
」

 

に
つ
い
て

問　
状
況
は
。

答  （
町
長
）　
庁
舎
内
の
検
討
会
を

２
回
開
催
し
、
基
本
的
な
現
状
認
識

や
当
面
す
る
課
題
の
整
理
、
今
後
の

進
め
方
等
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

問　
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
町
長
）　
非
常
に
大
き
な
課
題

で
あ
る
と
認
識
し
、
継
続
し
て
取
り

組
ん
で
い
く
。

　
先
進
地
の
視
察
や
外
部
有
識
者

を
交
え
た
検
討
会
議
に
充
実
発
展

さ
せ
て
い
き
た
い
。

問　
町
政
報
告
で
は
、
こ
の
こ
と
を

「
第
６
次
桂
川
町
総
合
計
画
・
後
期

基
本
計
画
に
お
い
て
、重
点
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
柱
に
」と
言
わ
れ
た
。

　
そ
の
こ
と
を
評
価
す
る
が
、
事
務

局
が
、な
ぜ
、教
育
委
員
会
で
は
な
く

企
画
財
政
課
な
の
か
。

答  （
町
長
）　「
学
校
の
あ
り
方
」は
、

学
校
の
校
舎
だ
け
で
な
く
用
地
の
選

定
や
他
の
事
業
と
の
関
連
な
ど
、
町

づ
く
り
全
体
に
係
わ
っ
て
く
る
。

　
よ
っ
て
、
ス
タ
ー
ト
時
点
で
は
全

体
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
視
点
か
ら
企

画
財
政
課
が
適
当
と
判
断
し
た
。

問　
今
は
企
画
財
政
課
だ
が
、
具
体

的
に
な
っ
た
ら
、教
育
委
員
会
が
所
管

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
い
い
の
か
。

答  （
町
長
）　
そ
う
考
え
て
い
る
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載

 

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
者
か
ら

 

の
要
望
書
の
内
容
及
び
対
応
に
つ
い
て

問
　
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
休
憩
室
に
冷
暖

房
設
備
の
設
置
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
扇
風
機
や

冷
風
扇
、ス
ト
ー
ブ
等
を
活
用
し
対
応
。

問　
コ
ー
ス
内
の
腐
食
し
て
い
る
枕

木
の
取
り
換
え
な
ど
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
新
年
度
予

算
に
計
上
し
て
い
る
の
で
、
可
決
後
、

速
や
か
に
対
応
し
た
い
。

問　
飯
塚
市
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場

が
導
入
し
て
い
る
会
員
制
の
料
金
体

系
の
導
入
は
。

答  （
社
会
教
育
課
長
）　
飯
塚
市
と

同
じ
料
金
体
系
は
難
し
い
が
、多
く
の

町
民
の
皆
さ
ん
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル

フ
場
を
健
康
づ
く
り
等
と
し
て
利
用

し
て
欲
し
い
と
の
思
い
で
、
財
政
状
況

が
厳
し
い
中
で
は
あ
る
が
、現
在
の
利

用
料
金
を
維
持
し
運
営
し
た
い
。

 

桂
川
町
役
場
の
委
託
職
員
等
の

 

賃
金
の
対
応
に
つ
い
て

問　
委
託
契
約
者
に
対
す
る
最
低
賃

金
改
定
に
よ
る
差
額
支
給
は
。

答  （
町
長
）　
委
託
契
約
及
び
業
務

内
容
に
よ
っ
て
は
会
計
年
度
任
用
職

員
に
位
置
づ
け
る
方
が
妥
当
と
の
指

摘
を
受
け
、
弁
護
士
等
と
協
議
の
う

え
、契
約
内
容
や
勤
務
時
間
、勤
務
場

所
の
拘
束
、業
務
の
指
揮
下
に
あ
る
か

否
か
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
該
当

す
る
と
思
わ
れ
る
業
務
は
令
和
８
年

度
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て

任
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
対
応
策
の
決
定
に
つ
い
て
は
最
終

的
に
は
町
長
が
認
め
た
も
の
。

　
な
お
、最
低
賃
金
の
改
正
に
伴
う
賃

金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
改
正
時
点
の

昨
年
11
月
16
日
に
さ
か
の
ぼ
り
完
了

し
て
い
る
。

 

桂
川
町
住
宅
新
築
資
金
等
特
別

 

会
計
条
例
の
廃
止
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付

事
業
の
目
的
と
問
題
点
は
。

答  

（
税
務
課
長
）　
目
的
は
歴
史
的

社
会
的
理
由
に
よ
り
、
生
活
環
境
等

の
安
定
向
上
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
地

域
の
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
、当
該

地
域
に
係
る
住
宅
の
新
築
、改
修
ま
た

は
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
必
要
な
資

金
の
貸
付
を
町
が
実
施
す
る
目
的
で

制
定
さ
れ
た
。

　
問
題
点
は
貸
し
付
け
る
際
の
審
査

の
甘
さ
、貸
付
金
に
付
随
す
る
担
保
の

確
保（
抵
当
権
の
設
定
）な
ど
が
不
十

分
で
あ
っ
た
。

 

認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て

問　
県
道
桂
川
下
秋
月
線
か
ら
認

定
こ
ど
も
園
へ
の
進
入
道
路
は
、
住

民
セ
ン
タ
ー
横
の
町
の
土
地
を
利
用

す
る
か
、川
の
対
岸
の
田
を
買
っ
て
橋

を
造
る
か
の
二
択
。

　
田
を
買
っ
て
橋
を
造
る
こ
と
に
し

た
根
拠
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
土
師
保
育

所
・
桂
川
幼
稚
園
の
先
生
に
も
意
見

を
聞
き
、
保
護
者
が
安
心
し
て
送
迎

す
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り
を

重
視
し
、決
定
に
至
っ
た
。

意
見　
工
事
が
遅
れ
れ
ば
遅
れ
る
ほ

ど
物
価
の
高
騰
を
招
き
、
と
ん
で
も

な
い
金
額
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。

　
ま
た
、
土
師
保
育
所
は
至
る
と
こ

ろ
で
老
朽
化
が
進
み
、い
つ
ま
で
持
つ

の
か
危
惧
し
て
い
る
。

　
早
期
の
完
成
を
望
む
。
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桂川町教育委員会委員の任命について

桂川町公平委員会委員の選任について

桂川町固定資産評価審査委員会委員の選任について

桂川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について

令和７年度桂川町一般会計補正予算（専決第４号）

令和７年度桂川町一般会計補正予算（専決第５号）

令和７年度桂川町一般会計補正予算（専決第６号）

福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の
数の減少及び規約の変更について

町道路線の認定について

桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する条
例の制定について

桂川町手話言語条例
の制定について

桂川町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め
る条例の制定について
桂川町議会議員及び桂川町長の選挙における選挙運動の公
費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について
桂川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制
定について
桂川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
桂川町火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
桂川町特定教育・保育及び特定地域型保育並びに特定子ども・子育
て支援の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について

令和７年度桂川町一般会計補正予算（第４号）について

令和７年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４
号）について

令和８年度桂川町一般会計予算について

令和８年度桂川町土地取得特別会計予算について

令和８年度桂川町国民健康保険特別会計予算について

令和８年度桂川町後期高齢者医療特別会計予算について

令和８年度桂川町水道事業会計予算について

桂川町不当要求行為等対策条例の制定について

同意第 １ 号

同意第 2 号

同意第 3 号

選挙第 １ 号

承認第１号

承認第 2 号

承認第 3 号

議案第 １ 号

議案第 2 号

議案第 3 号

議案第 4 号

議案第 5 号

議案第 6 号

議案第 7 号

議案第 8 号

議案第 9 号

議案第10号

議案第11号

議案第12号

議案第13号

議案第14号

議案第15号

議案第16号

議案第17号

発議第 1 号

同　意

同　意

同　意

同　意

承　認

承　認

承　認

可　決

可　決

可　決

可　決

可　決

可　決

可　決

可　決

可　決

可　決

可　決

可　決

可　決

可　決

可　決

可　決

可　決

可　決

否　決

報告第 1号

報告第2号

損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について

工事請負契約の変更について

（報告事案）

修正案
（柴田議員・原中議員提出）

修正部分を除く原案

議長による指名推薦


